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二
〇
二
二

平
城
宮
跡
資
料
館
秋
期
特
別
展

地
下
の
正
倉
院
展

【
平
城
木
簡
年
代
記
〔
ク
ロ
ニ
ク
ル
〕
】

前
期

一
〇
月
一
五
日
（
土
）

－

一
〇
月
三
〇
日
（
日
）

前
期
展
示
木
簡

後
期

一
一
月

一
日
（
火
）

－

一
一
月
一
三
日
（
日
）

＊
木
簡
は
二
期
に
分
け
て
展
示
し
ま
す
。

※
本
解
説
シ
ー
ト
で
は
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
再
検
討
し
た
結
果
、
既
報
告
の
釈
文
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
展
示
番
号
の
上
部
に
記
し
た
◎
は
国
宝
を
、
○
は
重
要
文
化
財
を
示
し
ま
す
。

Ⅰ

姿
を
現
し
た
「
平
城
木
簡
」

一
九
六
〇
年
代
出
土
木
簡

－
－

◎
１

平
城
宮
跡
最
初
の
木
簡

（
五
次
、
Ｓ
Ｋ
２
１
９
出
土
。
『
平
城
宮
木
簡
一
』
四
号
。

以
下
、
宮
一

－
四
の
よ
う
に
略
記
。）

〔
謹
啓

請
ヵ
〕

(

表)

雄

〔
右

得
ヵ
〕

〔
得
ヵ
〕

(

裏)

安

状

〔
曇
ヵ
〕

長
さ(

二
四
六)

㎜
・
幅(

三
四)

㎜
・
厚
さ
八
㎜

〇
五
一
型
式

一
九
六
一
年
一
月
二
十
四
日
に
平
城
宮
跡
で
最
初
に
見
つ
か
っ
た
木
簡
。

安
曇
某
が
書
い
た
手
紙
の
木
簡
の
断
片
と
み
ら
れ
る
。
全
体
に
腐
蝕
が
著
し

く
、
墨
痕
は
断
片
的
で
、
し
か
も
左
辺
は
二
次
的
に
割
ら
れ
て
い
て
文
字
の

左
半
が
欠
け
て
い
る
。
下
端
を
右
辺
か
ら
削
っ
て
尖
ら
せ
て
い
る
の
も
二
次

的
な
加
工
で
、
元
の
長
さ
は
も
う
少
し
長
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

「
啓
」
は
、
「
拝
啓
」
「
謹
啓
」
な
ど
と
し
て
今
で
も
名
残
を
と
ど
め
る
手

紙
の
書
式
。
公
文
書
の
書
式
を
定
め
た
公
式
令
の
規
定
で
は
、
皇
太
子
に
関

く
し
き
り
ょ
う

す
る
事
務
を
担
当
す
る
春
宮
坊
か
ら
皇
太
子
に
上
申
す
る
書
式
と
し
て
定
め

と
う
ぐ
う
ぼ
う

ら
れ
て
い
る
が
（
公
式
令
７
啓
式
条
）
、
木
簡
や
正
倉
院
文
書
の
実
例
で
は
、

「
謹
啓
」
あ
る
い
は
「
某
謹
啓
」
の
形
で
、
広
く
役
人
間
の
業
務
の
や
り
と

り
や
私
信
な
ど
の
書
式
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

書
き
出
し
部
分
は
か
ろ
う
じ
て
偏
の
部
分
が
残
る
だ
け
だ
が
、
残
画
か
ら

「
謹
啓

請

」
と
判
読
で
き
、
何
ら
か
の
依
頼
文
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

…

る
。
「
請
」
の
下
に
は
依
頼
内
容
が
「

事
」
と
続
き
、
二
行
目
は
こ
れ

…
…

を
受
け
て
「
右

」
と
具
体
的
な
説
明
に
移
る
の
で
あ
る
。
記
載
は
裏
面

…
…

に
ま
で
続
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、残
念
な
が
ら
裏
面
も
腐
蝕
が
著
し
く
、

文
意
を
読
み
取
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

◎
２

甲
斐
国
か
ら
の
ク
ル
ミ
の
荷
札
１

（
五
次
、
Ｓ
Ｋ
２
１
９
出
土
。
宮
一

－

一
九
）

(

表)
「
甲
斐
国
」山
梨
郡
雑
役
胡
桃
子
一
古

(

裏)

天
平
寶
字
六
年
十
月

長
さ
一
二
九
㎜
・
幅
一
九
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
一
型
式

甲
斐
国
山
梨
郡
（
今
の
山
梨
市
を
中
心
と
す
る
、
甲
府
盆
地
東
北
部
の
地

か

い

や
ま
な
し
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域
）
か
ら
の
ク
ル
ミ
の
荷
札
。
Ｓ
Ｋ
２
１
９
か
ら
は
、
２
と
形
状
・
内
容
と

も
に
そ
っ
く
り
な
後
期
展
示
４
、
お
よ
び
原
形
は
よ
く
似
た
木
簡
だ
っ
た
と

み
ら
れ
る
宮
一

－

一
四
も
出
土
し
て
い
る
。
甲
斐
国
か
ら
の
貢
進
物
の
荷
札

と
明
確
に
わ
か
る
木
簡
は
ご
く
少
な
く
（
可
能
性
を
含
め
て
も
六
点
程
度
）
、

そ
の
う
ち
三
点
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
平
城
宮
跡
最
初
の
木
簡
に
含
ま
れ
て
い

た
の
は
注
目
に
値
す
る
。
同
時
に
見
つ
か
っ
た
木
簡
の
点
数
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
な
い
中
で
、
ほ
ぼ
同
形
・
同
内
容
と
み
ら
れ
る
荷
札
が
同
じ
遺
構
か
ら
ま

と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
じ
荷
物
に
複
数
の
荷
札
が

付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

天
平
宝
字
六
年
は
七
六
二
年
。
２
お
よ
び
後
期
展
示
４
は
、
平
城
宮
第
一

号
木
簡
、
い
わ
ゆ
る
「
寺
請
木
簡
」
（
後
期
展
示
３
）
に
年
代
の
定
点
を
与

て
ら
こ
う

え
る
重
要
な
紀
年
銘
木
簡
で
も
あ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｋ
２
１
９
出
土
土
器
の
年

代
観
を
決
定
す
る
足
掛
か
り
と
も
な
っ
た
。

「
子
」
は
実
の
意
味
で
、
「
胡
桃
子
」
は
ク
ル
ミ
の
実
の
こ
と
。
「
雑
役
」

ぞ
う
え
き

は
租
税
の
名
称
と
し
て
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
木
簡
以
外
に
は
類

例
が
な
い
。

中

男
（
一
七
歳
か
ら
二
〇
歳
ま
で
の
男
子
。
た
だ
し
、
こ
の

ち
ゅ
う
な
ん

木
簡
の
時
期
は
藤
原
仲
麻
呂
に
よ
っ
て
年
齢
区
分
が
一
歳
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
た
期
間
に
あ
た
り
、
一
八
歳
か
ら
二
一
歳
ま
で
）
の
共
同
労
役
に
よ
る
中

男
作
物
の
よ
う
な
調
達
方
法
を
指
す
表
現
と
み
ら
れ
る
（
「
正
丁
作
物
」
と

表
記
し
た
例
も
あ
る
〔
内
裏
東
大
溝
Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
出
土
木
簡
。
『
平
城
宮

発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
一
六
、
六
頁
上
段(

一
八)

。
以
下
、
城
一
六

－

六
上(

一
八)

の
よ
う
に
略
記
〕
）
。
貢
進
主
体
の
記
載
が
郡
ま
で
で
、
個
人
名

が
書
か
れ
て
い
な
い
点
か
ら
も
、
中
男
作
物
と
の
親
近
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
古
」
は
「
個
」
と
同
じ
意
味
の
個
数
の
単
位
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
内
容

物
が
ク
ル
ミ
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
音
が
共
通
な
「
籠
」
に
通
じ
、
籠

状
の
容
器
の
単
位
と
み
ら
れ
る
。

国
名
部
分
の
記
載
は
、
２
・
後
期
展
示
４
・
宮
一

－

一
四
い
ず
れ
も
上
端

の
狭
い
余
白
に
窮
屈
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
後
期
展
示
４
に
至
っ
て
は

「
国
」
を
書
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
「
甲
斐
」
し
か
書
け
て
い
な
い
。
同
筆
か

異
筆
か
の
判
断
は
難
し
い
が
、
こ
れ
ら
が
少
な
く
と
も
あ
と
か
ら
追
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ

ろ
う
か
？

国
名
の
追
記
は
い
ず
れ
も
荷
札
に
括
り
付
け
る
際
に
紐
を
掛
け
る
た
め
の

切
り
込
み
部
分
に
書
か
れ
て
お
り
、
荷
物
に
付
い
た
状
態
で
は
書
け
な
い
位

置
で
あ
る
。
荷
札
は
最
終
消
費
地
で
取
り
外
さ
れ
捨
て
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
追
記
は
荷
物
に
付
け
る
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
考
え
ら
れ

る
の
は
、
甲
斐
国
を
発
つ
前
で
あ
ろ
う
。
当
初
郡
名
か
ら
書
き
出
し
て
い
た

こ
と
を
重
視
す
る
と
、
山
梨
郡
で
調
達
さ
れ
た
ク
ル
ミ
に
付
さ
れ
た
こ
の
荷

札
は
、
甲
斐
国
府
で
の
検
品
の
際
に
恐
ら
く
一
旦
荷
物
か
ら
外
さ
れ
た
う
え

で
「
甲
斐
（
国
）
」
と
追
記
さ
れ
、
再
度
荷
物
に
括
り
付
け
ら
れ
て
、
ク
ル

ミ
と
と
も
に
は
る
ば
る
都
へ
と
旅
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

甲
斐
国
が
ク
ル
ミ
の
貢
進
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
甲
斐
国
の
年

料
別
貢

ね
ん
り
ょ
う
べ
っ
こ
う

雑
物
と
し
て
、
筆
卅
管
、
零
羊
角
六
具
、
胡
桃
子
一
石
五
斗
を
規
定
す
る

ぞ
う
も
つ

か
ま
し
し
の
つ
の

延
喜
民
部
省
式
下
の
規
定
か
ら
わ
か
る
（
「
零
羊
」
は
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
）
。

え
ん

ぎ

み
ん

ぶ

し
ょ
う
し
き

ま
た
、
延
喜
主
計
寮

式
上
に
よ
る
と
、
甲
斐
国
の
中
男
作
物
と
し
て
、
紙

し
ゅ
け
い
り
ょ
う

・
熟
麻
・
紅
花
・
芥
子
・
胡
桃
油
・
鹿
脯
・
猪
脂
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

に

お

べ
に
ば
な

か
ら

し

か
の
ほ
じ
し

い
の
あ
ぶ
ら

こ
れ
か
ら
も
甲
斐
国
が
ク
ル
ミ
の
産
地
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ク
ル
ミ
の
貢
進
と
し
て
は
ほ
か
に
、
信
濃
国
（
今
の
長
野
県
）
の
諸
国
例

し
な

の

し
ょ
こ
く
れ
い

貢
御
贄
と
し
て
の
姫
胡
桃
子
（
延
喜
宮
内
省
式
）、
同
じ
く
信
濃
国
の
諸
国

こ
う

み

に
え

く

な
い
し
ょ
う

貢
進
御
贄
の
年
料
と
し
て
の
胡
桃
子
と
姫
胡
桃
子
（
延
喜
内
膳
司
式
）
、
伊
勢

な
い
ぜ
ん

し

い

せ

国
（
今
の
三
重
県
の
う
ち
、
伊
賀
お
よ
び
志
摩
地
域
を
除
く
範
囲
）
と
阿
波

あ

わ

国
（
今
の
徳
島
県
）
の
諸
国
進
年
料
雑
薬
と
し
て
の
胡
桃
子
（
延
喜
典
薬
寮

ぞ
う
や
く

て
ん
や
く
り
ょ
う

式
）
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
食
料
だ
け
で
な
く
、
薬
と
し
て
の
用
途
も
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
甲
斐
国
の
貢
進
物
は
、
延
喜
主
計
寮
式
上
に
よ
る
と
、

調
は
帛

ち
ょ
う

は
く

や

絁

、
庸
は
布
で
、
本
体
に
記
銘
す
る
繊
維
製
品
で
あ
っ
た
（
正
倉
院
宝

あ
し
ぎ
ぬ

よ
う

物
に
、
甲
斐
国
の
墨
書
銘
が
あ
る
絁
が
二
点
伝
来
し
て
い
る
。
松
嶋
順
正
編

『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
調
庸
関
係
銘
文
七
三

・
七
四

）。
甲
斐
国
の
荷
札
が
少

な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
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◎
５

「
西
宮
」
を
警
備
す
る
兵
衛
の
木
簡（

一
三
次
、
Ｓ
Ｋ
８
２
０
出
土
。
宮
一

－

九
九
）

春
部

大
野

達
沙

(

表)
西
宮
南
門

角
門

合
六
人

上

船

丹
比
部

(

裏)

「
此
无
塩
如
何
不
可
須
如
常

」

長
さ
（
一
九
一
）
㎜
・
幅
三
一
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
一
九
型
式

「
西
宮
」
と
呼
ば
れ
る
宮
殿
を
警
備
す
る
兵
衛
の
名
が
記
さ
れ
た
木
簡
。

ひ
よ
う
え

Ｓ
Ｋ
８
２
０
か
ら
は
同
種
の
木
簡
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
「
西
宮
兵
衛
木

簡
」
と
総
称
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｋ
８
２
０
の
検
出
位
置
か
ら
、
西
宮
は
内
裏
を
指

す
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。南
門
は
内
裏
の
正
門
、角
門
は
南
門
の
掖わ

き

門
か
。
門
名
の
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
門
を
守
る
人
の
ウ
ジ
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
「
春
部
」
と
「
丹
比
部
」
に
付
さ
れ
た
鉤
型
の
印
は
合
点
と
呼
ば
れ
る

符
合
。
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
実
際
に
は
勤
務
し
な
か
っ
た
者
に
付

し
た
も
の
か
。

裏
面
に
は
「
塩
が
支
給
さ
れ
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
、
い
つ
も
の
よ

う
に
は
と
り
あ
つ
か
わ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
切
な
る
思
い
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
記
述
に
よ
り
、
警
備
担
当
分
担
の
木
簡
が
、
食
料
請
求
の
木
簡

と
し
て
も
機
能
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

◎
６

備
前
国
か
ら
の
ク
ラ
ゲ
の
荷
札

（
一
三
次
、
Ｓ
Ｋ
８
２
０
出
土
。
宮
一

－

三
九
八
）

(

表)

備
前
国
水
母
別
貢

御
贄
弐
斗

(

裏)

天
平
十
八
年
九
月
廿
五
日

長
さ
一
四
四
㎜
・
幅
二
八
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
三
二
型
式

備
前
国
（
今
の
岡
山
県
東
南
部
）
か
ら
御
贄
と
し
て
届
け
ら
れ
た
「
水
母
」

び

ぜ

ん

み

に

え

（
ク
ラ
ゲ
）
の
荷
札
。「
備
前
国
」
は
後
か
ら
余
白
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

「
別
貢
」
は
定
例
外
の
貢
進
の
意
味
か
。
弐
斗
（
＝
二
斗
）
は
今
の
約
九
升
、

べ
つ
こ
う

一
六
・
二
リ
ッ
ト
ル
ほ
ど
に
あ
た
る
。

天
平
十
八
年
は
七
四
六
年
。
Ｓ
Ｋ
８
２
０
出
土
木
簡
に
は
天
平
十
七
・
十

八
年
の
年
紀
を
有
す
る
荷
札
が
多
数
含
ま
れ
、
ま
た
最
新
の
年
紀
は
「
天
平

十
九
年
七
月
廿
三
日
」
で
あ
る
（
宮
一

－

四
五
六
）
。
そ
の
た
め
、
Ｓ
Ｋ
８

２
０
は
天
平
十
九
年
七
月
か
ら
そ
れ
ほ
ど
間
を
置
か
な
い
時
期
に
埋
没
し
た

と
み
ら
れ
、
共
伴
土
器
も
天
平
年
間
末
年
頃
の
も
の
と
推
定
で
き
た
。
６
も
、

そ
の
よ
う
な
推
定
に
一
役
買
っ
た
木
簡
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

９

考
課
（
毎
年
の
勤
務
評
価
）
に
使
わ
れ
た
木
簡

（
三
二
次
補
、
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
出
土
。
宮
四

－

三
七
九
五
）

年
五
十
四

(

表)

去
上
従
八
位
下
村
合
氷
守
公
麻
呂

「
上
日
二
百
十
船
稲
」

河
内
国
志
紀
郡

(

裏)
―

長
さ
二
九
二
㎜
・
幅
三
〇
㎜
・
厚
さ
一
〇
㎜

〇
一
五
型
式

ほ
ぼ
完
形
で
廃
棄
さ
れ
た
勤
務
評
定
の
木
簡
。
律
令
制
に
基
づ
く
役
人
の

勤
務
評
定
に
は
、
毎
年
の
評
価
で
あ
る
考
課
（
単
に
「
考
」
と
も
い
う
）
と

こ
う

か

そ
の
一
定
年
数
分
の
積
み
重
ね
に
よ
る
位
階
昇
進
の
評
価
で
あ
る
選
叙
（
単

せ
ん
じ
ょ

に
「
選
」
と
も
い
う
）
の
二
種
類
が
あ
り
、
こ
れ
は
考
課
木
簡
の
例
。

村

合
氷
守
公
麻
呂
と
い
う
、
河
内
国
志
紀
郡
（
今
の
大
阪
府
藤
井
寺
市
、

む
ら
あ
い
の
ひ
も
り
の
き
み

ま

ろ

か
わ

ち

し

き

及
び
八
尾
市
西
南
部
・
柏
原
市
西
部
の
一
部
）
に
本
貫
（
本
籍
地
）
の
あ
る

ほ
ん
が
ん

五
十
四
歳
の
役
人
の
勤
務
評
定
用
の
個
人
カ
ー
ド
の
木
簡
。
村
合
氷
守
と
い

う
ウ
ジ
名
は
他
に
類
例
が
な
い
が
、
河
内
国
に
は
氷
連
と
い
う
氏
族
が
お

ひ
の
む
ら
じ

り
（
『
新
撰
姓
氏
録
』
）
、
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

し
ん
せ
ん
し
ょ
う
じ
ろ
く

｢

去
上
」
は
去
年
の
評
価
が
三
段
階
評
価
（
上
・
中
・
下
）
の
上
等
だ
っ
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た
こ
と
を
示
す
。余
白
に
今
年
の
評
価
を
書
き
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

９
の
場
合
は
今
年
の
上
日
（
出
勤
日
数
）
が
二
百
十
日
だ
っ
た
こ
と
が
追
記

さ
れ
た
だ
け
で
、
評
価
が
書
き
込
ま
れ
な
い
ま
ま
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
辺
の
事
情
は
定
か
で
は
な
い
。
上
日
数
と
同
筆
の
「
船
稲
」
や
、

通
常
書
か
れ
る
官
職
が
見
え
な
い
点
も
不
詳
。

勤
務
評
定
の
木
簡
は
側
面
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
れ
は
順
序
を
固
定
し
て
紙
の
文
書
を
作
成
し
た
り
保
管
し
た
り
す
る
際

に
、
紐
を
通
し
て
つ
な
げ
て
使
う
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。
９
の
孔
は
木
簡
の

上
端
か
ら
約
一
五
㎜
の
位
置
に
あ
り
、
上
端
の
残
る
考
選
木
簡
の
中
で
は
位

置
が
や
や
高
い
。
径
は
約
四
㎜
。
裏
面
の
墨
線
は
、
木
簡
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
て
も
順
序
が
わ
か
る
よ
う
に
、
木
簡
の
裏
面
に
通
し
て
引
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

続
労
銭
の
付
札
１

10

（
三
二
次
補
、
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
出
土
。
宮
六

－

九
〇
五
八
）

(

表)

大
伴
王
資
人
井
上
伊
美

銭
五
百
文

(

裏)

神
亀

月
瓶
原
東
人

〔
検
校
ヵ
〕

長
さ
一
三
三
㎜
・
幅
二
三
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
三
二
型
式

大
伴
王
の
資
人
（
従
者
）
の
井

上
伊
美
（
吉
）
某
の
続
労
銭
の
付
札
。

お
お
と
も
お
う

し

じ
ん

い
の
う
え
の

い

み

き

し
よ
く
ろ
う
せ
ん

続
労
銭
は
資
銭
と
も
い
い
、
定
員
オ
ー
バ
ー
で
官
職
に
就
け
な
か
っ
た
六
位

し

せ

ん

以
下
の
官
人
や
位
子
（
＝
六
位
か
ら
八
位
ま
で
の
官
人
の
嫡
子
）
な
ど
が
納

い

し

ち
や
く
し

め
る
銭
の
こ
と
。
位
階
昇
進
判
定
の
対
象
と
な
る
資
格
（
「
考
」
＝
毎
年
の

こ
う

勤
務
評
定
）
を
つ
な
ぐ
、
文
字
ど
お
り
「
労
」
を
「
続
」
ぐ
た
め
の
「
銭
」

つ

で
あ
る
。
額
は
五
百
文
が
定
額
だ
っ
た
。

字
配
り
か
ら
み
て
、
収
納
責
任
者
（
一
般
に
「
勘
」
と
し
て
記
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
「
検
校
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
）
の
名
の
部
分
ま

で
含
め
て
一
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
収
納
し
た
側
で
付
し
た

も
の
か
。

大
伴
王
は
系
譜
不
詳
。
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
正
月
に
無
位
か
ら
従
五
位

下
に
叙
さ
れ
て
い
る
（
『
続

日
本
紀
』
同
月
甲
子
条
）
。
井
上
伊
美
（
吉
）

し
ょ
く

に

ほ
ん

ぎ

某
は
、
続
労
銭
を
進
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
い
わ
ゆ
る
留
省
資
人
（
＝

本
主
の
死
去
や
解
官
に
よ
っ
て
職
を
失
う
な
ど
し
て
式
部
省
付
き
に
な
っ
て

い
る
資
人
）
で
、
大
伴
王
の
死
去
な
ど
に
よ
っ
て
解
官
し
、
式
部
省
に
留
め

置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

裏
面
の
検
校
者
瓶

原
東

人
は
宮
六

－

九
〇
五
九
な
ど
に
も
見
え
る
。

み
か
の
は
ら
の
あ
ず
ま
ひ
と

「
瓶
」
は｢

藝
」
の
異
体
字
「

」
を
用
い
て
い
る
が
、
「
藝
原
」
姓
の
事

例
は
な
く
、｢

瓶
」
と
判
断
し
て
い
る
。

Ⅱ

根
を
張
り
芽
吹
く
木
簡
研
究

一
九
七
〇
年
代
出
土
木
簡

－
－

丹
波
国
か
ら
の
白
米
の
荷
札
１

13

（
九
一
次
、
内
裏
西
南
隅
外
郭
整
地
土
出
土
。
宮
七

－

一
一
三
〇
六
）

〔
負
ヵ
〕

(

表)

丹
波
国
氷
上
郡
石

里
笠
取
直
子
万
呂
一
俵
納

(

裏)

白
米
五
斗

和
銅

年
四
月
廿
三
日

長
さ
一
九
九
㎜
・
幅
二
一
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
三
二
型
式

丹
波
国
か
ら
の
白
米
の
荷
札
２

14

（
九
一
次
、
内
裏
西
南
隅
外
郭
整
地
土
出
土
。
宮
七

－

一
一
三
〇
八
）

〔
氷
部
ヵ
〕

(

表)

丹
波
国
氷
上

石
負
里

(

裏)

俵
納
白
米
五
斗

和
銅
三
年

長
さ(

一
三
二)

㎜
・
幅
一
九
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
三
九
型
式
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い
ず
れ
も
丹
波
国
氷
上
郡
石
負
里
か
ら
の
白
米
の
荷
札
。
丹
波
国
氷
上

た
ん

ば

ひ

か
み

い

そ

う

郡
石
負
里
は
、
今
の
兵
庫
県
丹
波
市
氷
上
町
石
生
と
柏
原
町
を
含
む
地
域
。

「
石
負
」
は
、
『
和
名
抄
』
の｢

石
生
」
「
原
負
」
と
み
え
る
サ
ト
名
に
あ
た

る
。『
和
名
抄
』
に
は
「
以
曽
不
」「
伊
曽
布
」
の
訓
も
あ
り
、「
い
そ
ふ
（
う
）
」

と
読
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。

同
じ
整
地
土
か
ら
、
同
じ
く
丹
波
国
氷
上
郡
石
負
里
か
ら
と
み
ら
れ
る
米

の
荷
札
が
他
に
二
点
、
計
四
点
出
土
し
て
い
る
（
他
二
点
は
宮
七

－

一
一
三

〇
七
・
一
一
三
〇
九
）
。
い
ず
れ
も
同
一
人
物
が
書
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

同
じ
地
域
か
ら
納
め
ら
れ
た
米
が
一
括
し
て
保
管
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
資
料
で
あ
る
。

白
米
の
荷
札
で
は
、
「
五
斗
」
や
「
米
五
斗
」
の
よ
う
に
品
目
と
内
容
量

を
簡
単
に
示
す
の
が
普
通
だ
が
、

・

で
は
ご
丁
寧
な
こ
と
に
、
「
俵
」

13

14

で
あ
る
こ
と
と
、
中
身
に
「
納
」
め
て
あ
る
の
が
「
白
米
五
斗
」
で
あ
る
こ

と
を
併
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
、
一
緒
に
出
て
い
る
四
点
中
三

点
で
確
認
で
き
る
（
残
り
の
一
点
も
折
れ
て
い
て
残
ら
な
い
だ
け
で
同
じ
書

き
方
の
可
能
性
が
高
い
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
以
外
に
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か

っ
て
い
な
い
、
稀
有
な
事
例
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
俵
」
と
表
記
し
、
そ
の
後
ろ
に
内
容
量
だ
け
を
続
け
て
記

す
木
簡
は
他
に
も
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
「
一
石
」
の
事
例
が

ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
ほ
か
は
「
中
途
半
端
」
な
数
量
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』

に
よ
れ
ば
俵
の
容
量
は
五
斗
と
い
う
規
定
だ
か
ら
（
雑
式

公
私
運
米
条
）
、

27

五
斗
は
あ
た
り
ま
え
で
書
く
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
量
を
明
記
す
る
の
は

あ
た
り
ま
え
で
な
い
と
き
が
普
通
な
の
で
あ
る
。

文
字
は
比
較
的
手
慣
れ
て
上
手
だ
か
ら
、事
務
作
業
に
精
通
し
て
お
ら
ず
、

つ
い
つ
い
何
で
も
書
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
書
き

手
が
丁
寧
と
い
う
か
、
く
ど
い
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
書
き
手
の
上
司
が
そ

う
い
う
性
格
だ
っ
た
か
、
想
像
の
膨
ら
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

裏
面
の
和
銅
三
年
は
七
一
〇
年
で
、
平
城
京
遷
都
の
年
に
あ
た
る
。

14

13

も
裏
面
に
和
銅
の
年
号
が
記
さ
れ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
下
で
折
れ
て
い
て
、

何
年
か
判
読
で
き
な
い
。残
画
か
ら
は
二
年
ま
た
は
三
年
の
可
能
性
が
高
い
。

東
西
楼
閣
の
こ
と
が
書
か
れ
た
木
簡

17

1

（
九
七
次
、
Ｓ
Ｘ
８
４
１
１
出
土
。
宮
七

－

一
一
八
九
八)

里
工
作
高
殿
料
短
枚
桁
二
枝

長
さ(

二
六
一)

㎜
・
幅(

二
二)

㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
八
一
型
式

高
殿
は
重
層
の
建
物
の
こ
と
。

が
見
つ
か
っ
た
堰
状
遺
構
Ｓ
Ｘ
８
４
１

た
か
ど
の

せ
き

17

１
か
ら
は
、
他
に
も
「
高
殿
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
（
後
期

展
示

、
宮
七

－

一
一
九
〇
〇
）
。
こ
こ
か
ら
最
も
近
い
高
殿
は
、
現
在
復

18

原
工
事
が
進
む
第
一
次
大
極
殿
院
南
面
の
東
西
楼
閣
で
あ
る
。
同
じ
地
点
で

見
つ
か
っ
た
木
簡
の
年
代
か
ら
も
、
天
平
初
期
に
南
面
築
地
回
廊
に
増
設
さ

れ
た
東
西
楼
閣
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。

高
殿
の
部
材
の
う
ち
短
い
枚
桁
二
枝
（
本
）
を
里
工
（
徴
発
さ
れ
た
民
間

ひ
ら
げ
た

さ
と
こ
う

の
工
人
）
が
加
工
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

Ⅲ

衝
撃
の
長
屋
王
家
木
簡
・
二
条
大
路
木
簡

一
九
八
〇
年
代
出
土
木
簡

－
－

○

朱
沙
の
進
上
を
命
じ
た
木
簡

19

（
一
九
三
次
Ｅ
、
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。『
平
城
京
木
簡
一
』
一
四
二
号
。

以
下
、
京
一

－

一
四
二
の
よ
う
に
略
記
。）

〔
者
ヵ
〕

黄
文
万
呂

(

表)

ο
以
大
命
宣

朱
沙

国
足

別
采
色
入
筥
今

(
裏)

ο
朱
沙
矣
価
計
而
進
出長

さ(

二
〇
八)

㎜
・
幅
二
二
㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
一
九
型
式

長
屋
王
家
木
簡
の
ひ
と
つ
で
、
朱
沙
の
進
上
を
命
じ
た
も
の
。
主
人
の
命

し

ゆ

さ

を
「
大

命
」
と
称
し
て
い
る
。
朱
沙
は
、
黄
文
氏
の
職
掌
か
ら
し
て
、
顔

お
お
み
こ
と

き

ぶ

み

料
で
あ
ろ
う
。黄
文
氏
は
古
来
画
を
職
掌
と
し
た
氏
族
で
、画
師
な
い
し
画
部

え

し

か

き

べ
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で
あ
る
。「
矣
」
は
助
詞
の
「
を
」
を
、
一
字
一
音
で
表
し
た
も
の
。「
朱
沙

を
価(

あ
た
い)

計
り
て
進
み
出
せ
」
と
読
む
。

古
来
か
ら
、
あ
る
職
掌
を
担
当
し
て
き
た
氏
族
は
、
そ
の
職
掌
に
関
連
す

る
物
資
を
一
族
で
一
定
量
保
有
し
て
い
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
黄
文
氏
も
、

氏
族
の
職
掌
柄
、
朱
沙
を
一
族
と
し
て
保
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
屋

王
か
ら
「
大
命
」
と
し
て
命
令
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
黄
文
万

呂
等
は
長
屋
王
に
仕
え
る
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
黄
文
万
呂
自
身
が

朱
沙
を
所
有
し
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
黄
文
氏
一
族
所
有
の
朱
沙
を
買

い
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

長
屋
王
邸
で
は
仏
像
や
幡
の
製
作
な
ど
、
仏
教
関
連
の
生
産
活
動
が
広
く

行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
材
料
と
し
て
、
朱
沙
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
十
分
な
量
が
市
な
ど
で
入
手
で
き
ず
、
そ
の
調
達
の
た
め

に
黄
文
氏
の
伝
手
の
利
用
を
模
索
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ

て

○

い
く
つ
か
の
語
句
や
文
字
を
繰
り
返
し
記
し
た
習
書
木
簡

20

(

一
九
三
次
Ｅ
、
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

五
七
四)

(

表)

末
主
使

末
主
使

末
主
使
足
人
人
箭

足
之

足
前

使

拾

拾
拾

道
足
人

(

裏)

法

耕

耕

耕

耕
私
我
我
我

耕
耕
耕
耕
耕

長
さ
二
〇
四
㎜
・
幅(

二
〇)

㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
一
一
型
式

完
形
の
習
書
木
簡
。
但
し
、
文
字
の
切
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
木
簡
を

削
っ
て
習
書
に
用
い
た
後
、
さ
ら
に
二
次
的
に
整
形
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

表
面
に
く
り
返
し
書
か
れ
る
「
末
主
使
」
は
、
語
順
が
転
倒
し
て
い
る
が
、

氏
族
名
「
末
使
主
」
と
み
ら
れ
る
（
末
が
ウ
ジ
名
、
使
主
が
姓
。「
使
主
」

す
え
の

お

み

か
ば
ね

は
敬
称
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
主
に
渡
来
系
の
氏
族
で
姓
の
表
記

に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
。「
末
主
使
足
人
」
と
連
続
し
て
書
か
れ
た
部
分

が
あ
り
、
し
か
も
「
足
」
と
「
人
」
の
ま
と
ま
り
が
複
数
見
ら
れ
る
か
ら
、

「
末
主
使
足
人
（
ま
た
は
人
足
）
」
と
い
う
人
名
が
念
頭
に
あ
る
習
書
と
考

た
る
ひ
と

ひ
と
た
り

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
前
」
は
「
箭
」
の
部
品
で
は
あ
る
が
、
表
面
下
端
の

「
人
足
前
」
は
七
世
紀
に
見
ら
れ
る
「
某
前
に
白
（
申
）
す
」
書
式
の
文
書

木
簡
（
い
わ
ゆ
る
前
白
木
簡
）
を
想
起
さ
せ
る
。

末
氏
の
ウ
ジ
名
は
須
恵
器
生
産
で
名
高
い
和
泉
国
の
陶
邑
の
地
名
に
基
づ

す

え

き

い

ず

み

す
え
む
ら

く
と
み
ら
れ
る
。
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、
山
城
国
に
本
拠
地
を
も
つ
百
済

し
ん
せ
ん
し
よ
う
じ
ろ
く

や
ま
し
ろ

く

だ

ら

系
の
末
使
主
と
、
和
泉
国
に
本
拠
地
を
も
つ
彦

稲

勝

命
と
い
う
神
の
後
裔

ひ
こ
い
な
か
つ
の
み
こ
と

こ
う
え
い

と
称
す
る
末
使
主
が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
山
城
国
の
末
使
主
は
、山
城
国
紀
伊

き

い

郡
を
本
拠
地
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
一

年
〔
八
四
四
〕
十
二
月
丙

戌
〔
八
日
〕
条
）。
長
屋
王
家
木
簡
に
は
山
背
国

へ
い
じ
ゆ
つ

紀
伊
郡
の
封
戸
か
ら
の
可
能
性
の
あ
る
米
の
荷
札
が
複
数
あ
り
（
京
一

－

ふ

こ

四
二
九
、
城
二
七

－

一
八
上(

二
三
七)

～(

二
三
九)

）
、
長
屋
王
家
と
の
密

接
な
つ
な
が
り
が
う
か
が
え
る
の
で
、

の
存
在
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

20

○

印
章
や
建
物
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
木
簡

21

(

一
九
三
次
Ｅ
、
Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
出
土
。
京
一

－

二
〇
八)

〔
六
ヵ
〕

(

表)

月
一
日
卅
日
家
印

屋
二
具
塗
辛
室
一
具

始
八
月
一
日
至
九
月

九
日

〔
廿
ヵ
〕

(

裏)

垂
水
君
大
麻
呂

大長
さ(

一
九
七)

㎜
・
幅(

三
二)

㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
一
九
型
式

長
屋
王
家
木
簡
。
下
端
と
右
辺
は
文
字
が
書
か
れ
た
と
き
の
原
形
を
保
つ

が
、
上
端
は
折
れ
て
い
る
。
左
辺
に
い
た
っ
て
は
二
次
的
に
削
り
が
施
さ
れ
、

文
字
は
三
分
の
一
程
度
し
か
残
ら
ず
読
み
に
く
い
が
、
じ
っ
く
り
残
画
を
眺

め
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特

に
「
至
」
の
字
は
ち
ょ
う
ど
隣
り
に
こ
の
文
字
を
部
品
に
も
つ
「
屋
」
が
あ

り
、
ま
る
で
ヒ
ン
ト
を
出
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

何
ら
か
の
作
業
に
と
も
な
う
記
録
と
考
え
ら
れ
る
が
、
断
片
で
あ
る
た
め
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内
容
は
き
わ
め
て
難
解
。
「
家
印
」
は
長
屋
王
家
の
家
政
運
営
の
な
か
で
用

い
ら
れ
た
印
章
で
あ
ろ
う
。
当
時
役
所
の
印
章
の
整
備
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
り
、

そ
の
一
環
と
し
て
長
屋
王
家
（
貴
族
の
家
政
運
営
は
国
か
ら
与
え
ら
れ
る
役

人
が
担
う
）
の
印
章
も
造
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
塗
辛
室
」
は
、
土
壁

ぬ
り
か
ら
む
ろ

を
も
つ
朝
鮮
風
の
室
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
「
韓
室
」

は
り
ま
の
く
に

ふ

ど

き

が
み
え
る
）
。
「
屋
」
も
通
常
は
建
物
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら

を
関
連
づ
け
れ
ば
家
印
の
配
置
記
録
と
も
読
め
る
が
、
家
印
が
三
つ
も
あ
っ

た
と
は
考
え
が
た
く
、
素
直
に
屋
が
二
棟
、
塗
辛
室
が
一
棟
、
と
読
む
の
が

穏
当
か
。
建
物
は
「
宇
」
で
数
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
氷
室
を
「
具
」
単
位

で
数
え
た
例
が
あ
る
（
京
二

－

一
七
一
九
）。

表
面
二
行
目
は
、
八
月
一
日
か
ら
九
月
二
十
九
日
ま
で
の
意
。
九
月
が
小

の
月
で
あ
る
の
は
、
長
屋
王
家
木
簡
の
時
期
で
は
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
と

和
銅
四
年
の
み
で
、
平
城
遷
都
後
の
和
銅
四
年
の
可
能
性
が
高
い
。

裏
面
の
垂
水
君
大
麻
呂
は
、
こ
の
木
簡
を
記
し
た
人
物
、
す
な
わ
ち
作
業

た
る
み
の
き
み

お

お

ま

ろ

の
責
任
者
か
。
垂
水
君
氏
に
つ
い
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇

一
）
四
月
癸
丑
（
一
〇
日
）
条
に
、
遣
唐
大
通
事
（
＝
通
訳
の
長
）
大
津

造

広
人

き
ち
ゅ
う

け
ん
と
う
だ
い
つ
う
じ

お
お
つ
の
み
や
つ
こ
ひ
ろ
ひ
と

に
垂
水
君
の
姓
を
賜
う
、
と
の
記
事
が
あ
る
。

各
種
の
土
器
の
数
量
と
値
段
が
記
さ
れ
た
木
簡

25

（
一
九
七
次
、
Ｓ
Ｄ
５
１
０
０
出
土
。
城
二
二

－

一
六
上(
一
一
二)

）

直
廿
五
文

廿
七
文

(

表)

埦
形
五
十
口

大
盤
十
口

五
十
文

廿
七
文

片
盤
百
口

高
坏
十
口

廿
文

廿
八

片
坫
五
十
口

足
附
大
埦
十
口

十
二
文

(

裏)

陶
大
埦
四
口十

一
文

洗
盤
二

長
さ
一
三
九
㎜
・
幅
四
二
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
一
型
式

二
条
大
路
木
簡
の
ひ
と
つ
で
、
土
器
を
購
入
す
る
際
の
代
価
の
見
積
も

り
な
い
し
支
払
い
記
録
と
み
ら
れ
る
。
口
は
単
位
、
直
は
代
価
の
こ
と
。

く

一
文
は
和
同
開
珎
一
枚
に
あ
た
る
。
二
条
大
路
木
簡
の
主
体
を
な
す
天
平

わ

ど

う

か
い
ち
ん

八
年
（
七
三
六
）
頃
の
土
器
の
値
段
が
わ
か
る
貴
重
な
史
料
。

埦
は
五
〇
個
二
五
文
で
一
個
あ
た
り
〇
・
五
文
、
大
盤
（
大
皿
）
は

お
お
さ
ら

一
〇
枚
二
七
文
で
一
枚
あ
た
り
二
・
七
文
、
片
盤
（
小
皿
）
は
一
〇
〇
枚

か
た
さ
ら

五
〇
文
で
一
枚
あ
た
り
は
埦
と
同
じ
〇
・
五
文
、
高
坏
（
足
付
き
の
皿
）

た
か
つ
き

は
一
〇
個
二
七
文
で
一
個
あ
た
り
は
大
盤
と
同
じ
二
・
七
文
、
片
坫
（
皿

か
た
ま
り

を
乗
せ
る
台
）
は
五
〇
個
二
〇
文
で
一
個
あ
た
り
〇
・
四
文
、
足
附
大

埦
（
足
付
き
の
大
き
な
埦
）
は
一
〇
個
二
八
文
で
一
個
あ
た
り
二
・
八

文
、
陶
大
埦
（
須
恵
器
の
大
き
な
埦
）
は
四
個
一
二
文
で
一
個
あ
た
り

す
え

三
文
、
洗
盤
（
手
洗
い
用
の
器
）
は
二
個
一
一
文
で
一
個
あ
た
り
五
・
五

せ
ん
ば
ん

文
と
な
る
。

天
平
年
間
の
米
価
は
一
升
（
現
在
の
約
四
合
五
勺
、
七
〇
〇
グ
ラ
ム
弱

ほ
ど
）
あ
た
り
一
文
程
度
だ
っ
た
。
米
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
五
〇
〇
〇
円
で

換
算
す
る
と
、
一
文
は
三
五
〇
円
程
度
な
の
で
、
例
え
ば
埦
は
一
七
五

円
、
洗
盤
は
一
九
二
五
円
と
い
う
の
が
お
よ
そ
の
目
安
と
な
る
だ
ろ
う
。
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意
保
御
田
か
ら
の
瓜
の
進
上
状

26

（
一
九
七
次
、
Ｓ
Ｄ
５
１
０
０
出
土
。
城
二
二

－

一
一
上(

四
九)

）

負
瓜
員
百
十
六
果

(

表)

従
意
保
御
田
進
上
瓜
一
駄
又
一
荷
納
瓜
員
八
十
果

丁

伎

(

裏)

合
百
九
十
六
果

天
平
八
年
七
月
十
五
日
国
足

長
さ
一
七
三
㎜
・
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

意
保
御
田
（
大
和
国
十
市
郡
飯
富
郷
。
今
の
奈
良
県
田
原
本
町
付
近
）
か

お

お

と

お

ち

ら
瓜
を
進
上
し
た
際
の
進
上
状
。
天
平
八
年
（
七
三
六
）
七
月
中
旬
か
ら
八

月
初
頭
ま
で
、
連
日
の
よ
う
に
瓜
を
進
上
し
て
い
る
。
皇
后
宮
を
守
る
衛
府

え

ふ

の
兵
士
に
、
水
分
補
給
用
に
支
給
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
一
駄
」
と
記
す
の
で
、
馬
一
匹
に
載
せ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。「
負
瓜
」

は
馬
に
載
せ
ら
れ
た
瓜
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
「
又
一
荷
納
瓜
」
は
、
馬

に
載
せ
ら
れ
た
瓜
と
は
別
に
荷
造
り
さ
れ
た
瓜
で
あ
る
。
馬
子
な
ど
と
し
て

随
行
し
た
輸
送
担
当
者
が
瓜
八
〇
個
を
担
い
で
運
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
馬
で
運
ぶ
瓜
の
数
は
一
〇
〇
～
二
〇
〇
個
の
間
で
幅
が
あ
り
、
荷

と
さ
れ
る
瓜
も
七
〇
～
一
四
〇
個
と
幅
が
広
い
。
瓜
の
大
き
さ
に
よ
る
の
だ

ろ
う
。

伊
勢
国
か
ら
藤
原
麻
呂
邸
に
届
け
ら
れ
た
公
文
書
の
箱
の
蓋

（
二
〇
四
次
、
Ｓ
Ｄ
５
３
０
０
出
土
。
京
三

－

五
〇
〇
三
）

27

(

表)

「

」「
進
上

道
足

人
足

君
足

」

伊
勢
国
少
目
大
倭
生
羽
進
上

「
道
」

「
伊
勢
」

「
人
足

上
足
下

足

足
」

「
及
乃
大
連
人

」

（
建
物
墨
画
）

「
人
足
上
足
下
足

」

(

左
側
面)

「年
八
平
天

」

(

裏)

（
絵
）
（
人
物
墨
画
）
「刀

阿
主
飯
刀
阿
主
飯
日
二
廿
月
八
年
八
平
天
天

」

長
さ
三
三
五
㎜
・
幅(

五
五)

㎜
・
厚
さ
一
二
㎜

〇
六
一
型
式

文
書
箱
の
蓋
の
木
簡
。
表
面
上
部
に
、
伊
勢
国
の
国
司
の
少

目
大
倭
生
羽

い

せ

し
ょ
う
さ
か
ん
や
ま
と
の
い

く

は

が
進
上
す
る
旨
の
端
正
な
墨
書
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
文
字
や
絵
は
、
文
書

を
受
け
取
り
箱
が
不
要
に
な
っ
た
段
階
で
二
次
的
に
書
か
れ
た
も
の
。
こ
の

箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
伊
勢
国
天
平
八
年
封
戸
調
庸
帳
」
と

ふ

こ

小
口
に
書
か
れ
た
文
書
の
巻
物
の
軸
も
見
つ
か
っ
て
い
る
（
城
三
〇

－

六
下

(

二
八)

）。

藤
原
麻
呂
の
家
政
機
関
で
働
く
資
人
の
阿
刀
飯
主
の
名
が
習
書
さ
れ
て
い

し

じ

ん

あ

と

る
こ
と
か
ら
、
宛
先
は
藤
原
麻
呂
と
み
ら
れ
、
伊
勢
国
に
は
近
江
国
坂
田
郡

お

う

み

さ

か

た

と
並
ん
で
藤
原
麻
呂
の
封
戸
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
書

は
、
麻
呂
の
収
入
と
な
る
天
平
八
年
（
七
三
六
）
分
の
封
戸
の
調
庸
の
収
納

状
況
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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Ⅳ

木
簡
が
明
か
す
平
城
宮
の
姿

一
九
九
〇
年
代
出
土
木
簡

－
－

参
河
国
か
ら
の
赤
米
の
荷
札

31

（
二
四
一
次
、
Ｓ
Ｄ
３
０
３
５
出
土
。
城
二
九

九
上(

五)

）

－

大
辟
里
赤
米
五
斗

長
さ(

一
七
〇)

㎜
・
幅
一
七
㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
三
九
型
式

赤
米
の
荷
札
。
赤
米
は
赤
み
が
か
っ
た
米
で
、
繁
殖
力
、
耐
寒
性
の
強
い

イ
ネ
と
い
わ
れ
る
。
米
の
荷
札
が
平
城
宮
内
の
各
所
か
ら
ま
ん
べ
ん
な
く
出

土
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
赤
米
の
荷
札
は
出
土
地
に
偏
り
が
見
ら
れ

る
。
糯
米
系
の
特
徴
を
も
つ
品
種
も
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
安

定
し
た
発
酵
・
醸
造
の
目
的
で
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

酒
造
と
の
関
係
が
深
い
米
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
に
実
施
し
た
平
城
第
二
二
次
調
査
北
区
で
は
、「
造
酒
司
符
」

と
記
さ
れ
た
文
書
木
簡
（
宮
二

二
二
三
四
）
や
酒
米
の
荷
札
（
宮
二

二

－
－

二
五
一
・
二
二
五
二
・
二
二
六
四
・
二
二
六
六
ほ
か
）
、
「
酢
」
と
記
さ
れ
た

須
恵
器
杯
な
ど
が
出
土
し
、
多
数
の
甕
を
据
え
た
特
徴
的
な
遺
構
も
検
出
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
地
に
は
酒
や
酢
の
醸
造
な
ど
を
掌
る
造
酒
司
が
所
在

し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
第
二
二
次
調
査
北
区
か
ら
は
赤
米
の

荷
札
も
多
く
出
土
し
て
お
り
（
宮
二

二
二
五
三
・
二
二
五
五
・
二
二
五
八

－

・
二
二
六
一
ほ
か
）
、
赤
米
が
酒
造
に
関
わ
る
米
、
お
そ
ら
く
は
酒
米
と
し

て
利
用
さ
れ
た
と
み
な
す
根
拠
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。

お
よ
び
後
期
展
示

が
出
土
し
た
第
二
四
一
次
調
査
の
調
査
区
は
、
こ

31

32

の
第
二
二
調
査
北
区
の
南
隣
に
あ
た
る
。
再
び
複
数
の
赤
米
荷
札
が
見
つ
か

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
地
が
造
酒
司
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
益
々
高
ま
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
大
辟
里
」
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
の
参
河
国
渥
美
郡
大
壁
郷
に
あ
た
る
。

み

か

わ

あ

つ

み

お
お
か
べ

平
城
木
簡
に
は
、
大
壁
郷
を
「
大
鹿
部
里
」
と
記
し
た
例
も
あ
る
（
宮
七－

一
一
三
〇
二
）
。
『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
「
於
保
加
へ
」
「
於
保
加
倍
」
の
訓

が
あ
り
、「
お
ほ
か
へ
（
お
お
か
べ
）」
と
訓
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
範
囲
は
、
今
の
愛
知
県
田
原
市
西
部
、
旧
田
原
町
を
中
心
と
す
る
説
が
有

力
で
あ
る
。

確
実
に
参
河
国
か
ら
進
上
さ
れ
た
赤
米
の
荷
札
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
で

あ
る
。
字
が
残
る
面
は
里
と
品
目
、
容
量
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
欠
失

し
て
い
る
上
端
部
に
は
国
郡
名
が
書
か
れ
て
い
た
か
。
ま
た
、
裏
面
に
文
字

は
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
貢
進
し
た
人
物
も
不
明
。

春
宮
坊
の
存
在
を
示
唆
す
る
木
簡
１

33

（
二
五
九
次
、
Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０
出
土
。
城
三
二

－

九
下(

一
一)

）

〔
膳
監
ヵ
〕

秦
一
万

安
都
都
万
呂

(

表)

解

申
宿
侍
三
人

多
米
県
麻
呂

(

裏)

十
一
月
廿
三
日
秦
一
万

長
さ
三
六
〇
㎜
・
幅
三
九
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
一
型
式

主
膳
監
が
十
一
月
二
十
三
日
の
宿
直
の
三
人
を
、
上
級
官
司
に
報
告
し
た

し
ゆ
ぜ
ん
げ
ん

木
簡
。
宿
直
の
三
人
を
代
表
し
て
秦
一
万
が
作
成
し
、
提
出
し
た
か
。
宿
直

の
内
容
は
不
明
だ
が
、
主
膳
監
は
後
述
す
る
よ
う
に
春
宮
坊
の
被
管
で
あ
る

と
う
ぐ
う
ぼ
う

の
で
、
皇
太
子
の
居
所
で
あ
る
東
宮
（
春
宮
）
の
寝
ず
の
番
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
。
な
お
、
現
代
語
で
「
宿
直
」
は
職
場
に
泊
ま
り
込
ん
で
夜
の
番

に
当
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
古
代
に
お
い
て
は
「
宿
」
が
夜
勤
、「
直
」

が
日
勤
を
指
し
、
そ
の
総
称
が
「
宿
直
」
で
あ
っ
た
。
平
城
木
簡
の
中
に
は

宿
・
直
双
方
の
担
当
者
を
報
告
し
た
解
が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
（
宮
四

－

三

七
五
一
～
三
七
五
六
ほ
か
）
、

は
宿
の
担
当
者
の
み
を
報
告
し
て
い
る
（

33

39

も
参
照
）
。「
宿
侍
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
後
期
展

示

の
ほ
か
城
四
三

－

一
八
上(

一
一
六)

～(

一
一
八)

な
ど
が
あ
る
。

35主
膳
監
は
、
東
宮
職
員
令
に
規
定
さ
れ
た
、
皇
太
子
の
家
政
機
関
で
あ
る

春
宮
坊
被
管
の
三
監
・
六
署
の
一
つ
。
『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
「
美
古
乃
美

夜
乃
加
之
波
天
乃
豆
加
佐
」
と
あ
り
、
「
み
こ
の
み
や
の
か
し
わ
て
（
で
）

の
つ
か
さ
」
と
訓
む
。
そ
の
職
務
は
、
皇
太
子
の
食
事
の
際
に
ま
ず
毒
味
を

目
的
と
し
た
試
食
を
す
る
こ
と
、
お
よ
び
皇
太
子
の
飲
食
全
般
の
こ
と
を
掌

っ
た
。
宮
内
省
被
管
の
官
司
で
あ
る
内
膳
司
・
大
炊
寮
・
造
酒
司
の
機
能
を
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統
合
し
た
も
の
に
あ
た
る
。
職
員
は
正
一
人
（
従
六
位
上
）
、
佑
一
人
（
正

か
み

す
け

八
位
下
）、
令
史
一
人
（
少
初
位
上
）、
膳
部
六
十
人
、
使
部
六
人
、
直
丁
一

さ

か

ん

人
、
駈
使
丁
二
十
人
。
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
主
漿
署
（
し
ゅ
し
ょ
う
し

ょ
、
ま
た
は
こ
み
づ
の
つ
か
さ
。
主
膳
監
と
同
じ
く
春
宮
坊
被
管
で
、
皇
太

子
の
粥
・
飲
料
・
菓
子
の
こ
と
な
ど
を
掌
っ
た
）
を
併
合
し
、
令
史
一
人
が

増
員
さ
れ
た
（
『
令
集
解
』
東
宮
職
員
令
４
主
膳
監
条
所
引
同
年
八
月
十
二

日
官
符
）。

は
、
平
城
宮
東
張
り
出
し
部
の
中
央
を
東
西
方
向
に
走
る
宮
内
道
路
Ｓ

33
Ｆ
１
１
５
８
０
の
南
側
溝
で
あ
る
Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０
か
ら
出
土
し
た
。
同
じ

遺
構
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
年
代
は
宝
亀
～
延
暦
年
間
（
七
七
〇
～
八
〇
六
）

に
収
ま
り
、

も
奈
良
時
代
末
頃
の
資
料
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
皇

33

太
子
と
し
て
は
他
部
・
山
部
（
後
の
桓
武
天
皇
）・
早
良
の
三
親
王
が
お
り
、

お

さ

べ

や

ま

べ

さ

わ

ら

の
主
膳
監
が
属
し
た
の
は
い
ず
れ
か
の
皇
太
子
の
春
宮
坊
で
あ
っ
た
と
考

33え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

を
含
む
木
簡
群
の
発
見
に
よ
り
、
奈
良
時

33

代
末
年
に
は
皇
太
子
の
家
政
を
支
え
る
春
宮
坊
（
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も

そ
の
一
部
の
機
関
）
が
平
城
宮
東
張
り
出
し
部
付
近
で
活
動
し
て
い
た
可
能

性
を
想
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

皇
后
宮
職
の
存
在
を
示
唆
す
る
木
簡
１

34

（
二
五
九
次
、
Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０
出
土
。
城
三
二

－

一
〇
下(

二
八)

）

為
焼
皮
并
宍
塗
所
請
如
件

(

表)

ｏ
請
塩
壱
斗

五
月
七
日

(

裏)

ｏ
「
判
少
進
安
倍

少
属
三
嶋
『
大
調
』
」

長
さ
二
四
二
㎜
・
幅
三
二
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

「
焼
皮
」
と
「
宍
」（
肉
）
に
塗
る
た
め
、
塩
を
請
求
し
た
木
簡
。「
塩
壱

斗
」
か
ら
「
所
請
」
ま
で
の
字
を
一
本
の
線
で
消
し
て
お
り
、
裏
面
の
「
少

属

し
よ
う
さ
か
ん

三
嶋
」
と
異
筆
の
「
大
調
」
も
線
で
消
さ
れ
て
い
る
。
表
面
上
部
の
右
端
に

穿
孔
あ
り
。
こ
の
木
簡
を
作
成
し
て
請
求
先
に
持
っ
て
行
き
、
塩
と
一
緒
に

請
求
先
か
ら
持
っ
て
帰
っ
て
き
て
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
塩
を
使
用
し
た
、

も
し
く
は
紙
の
文
書
な
ど
に
請
求
内
容
を
記
載
し
た
の
で
木
簡
が
不
要
と
な

り
廃
棄
さ
れ
た
か
。
あ
る
い
は
、
文
書
を
作
成
し
て
実
際
は
請
求
し
な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
る
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
の
た
め
に
一
斗
も
の
塩
を
焼
い

た
皮
と
獣
肉
に
塗
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
食
べ
る
た
め
な
の
か
、
食
べ
た

と
す
れ
ば
誰
が
食
べ
た
の
か
、
そ
の
用
途
が
と
て
も
気
に
な
る
木
簡
で
あ
る
。

判
官
（
第
三
等
官
）・
主
典
（
第
四
等
官
）
の
表
記
が
「
進
」「
属
」
で
あ

は
ん
が
ん

さ

か

ん

る
こ
と
か
ら
、
塩
を
請
求
し
た
官
司
は
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

し
き

て
「
少
進
安
倍
」
は
、『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
六
月
辛
巳
（
十

八
日
）
条
に
皇
后
宮
少
進
と
あ
る
安
倍
朝
臣
広
津
麻
呂
と
み
ら
れ
る
。
安
倍

朝
臣
広
津
麻
呂
は
こ
の
時
従
五
位
上
を
授
け
ら
れ
、
そ
の
後
春
宮
亮
や
式
部

少
輔
、
中
衛
少
将
な
ど
を
歴
任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、

は
奈
良
時
代
最
末
期
に
皇
后
で
あ
っ
た
藤
原
乙
牟
漏
（
桓

お

と

む

ろ

34

武
天
皇
の
皇
后
で
、
平
城
・
嵯
峨
両
天
皇
の
生
母
。
延
暦
二
年
〔
七
八
三
〕

四
月
立
后
）
の
皇
后
宮
職
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
同
じ
く

33

Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、

や
後
期
展
示

の
存
在
か
ら
、

34

36

当
地
付
近
で
は
春
宮
坊
の
み
な
ら
ず
皇
后
宮
職
（
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も

そ
の
一
部
の
機
関
）
も
活
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
ら
の
正
確
な
所
在
地
は
ど
こ
で
あ
っ
た
か
、
今
後
の
調
査
の
進
展
が
期
待

さ
れ
る
。
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Ⅴ

広
が
る
平
城
木
簡
の
世
界

－

二
〇
〇
〇
年
代
出
土
木
簡－

明
治
時
代
の
将
棋
の
駒
１

37

（
三
七
四
次
、
Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
出
土
。
城
三
八

－

一
四
下(

一
六)

）

37-1(

表)

角
行

(

裏)

長
さ
二
九
㎜
・
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
六
一
型
式

（
三
七
四
次
、
Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
出
土
。
城
三
八

－

一
四
下(

二
〇)

）

37-2
〔
金
将
ヵ
〕

(

表)

(

裏)

中
将

長
さ
二
六
㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
六
一
型
式

（
三
七
四
次
、
Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
出
土
。
城
三
八

－

一
四
下(

一
九)

）

37-3

(

表)

金
将

(

裏)

少
将

長
さ
二
六
㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
六
一
型
式

（
三
七
四
次
、
Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
出
土
。
城
三
八

－

一
五
上(

二
四)

）

37-4

(

表)

(

裏)

少
佐

長
さ(

二
二)

㎜
・
幅
二
〇
・
厚
さ
五
㎜

〇
六
一
型
式

（
三
七
四
次
、
Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
出
土
。
城
三
八

－

一
五
上(

二
八)

）

37-5(

表)

桂
馬

(

裏)

中
尉

長
さ
二
一
㎜
・
幅(

二
〇)

㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
六
一
型
式

平
城
京
左
京
四
条
七
坊
に
所
在
し
た
旧
大
乗
院
庭
園
の
発
掘
調
査
で
一

だ
い
じ
よ
う
い
ん

括
し
て
出
土
し
た
将
棋
の
駒
。
後
期
展
示

も
一
連
の
資
料
。

38

大
乗
院
は
、
十
一
世
紀
末
に
創
設
さ
れ
た
興
福
寺
の
門
跡
の
一
つ
。
往

時
は
相
当
な
権
勢
を
誇
っ
た
が
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
徐
々
に
勢
力
を
失

い
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
神
仏
分
離
令
を
受
け
て
翌
年
に
消
滅
し

た
。
こ
の
大
乗
院
庭
園
の
跡
地
に
は
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
飛

鳥
小
学
校
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
発
掘
調
査
で
は
、
小
学
生
が
勉
強

に
用
い
た
と
み
ら
れ
る
石
版
の
枠
木
な
ど
、
飛
鳥
小
学
校
に
関
わ
る
多
様

な
遺
物
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
将
棋
の
駒
た
ち
も
、
飛
鳥
小
学

校
関
連
資
料
の
一
部
で
あ
る
。

木
簡
の
定
義
は
「
墨
書
を
持
つ
木
製
品
（
ま
た
は
木
片
）
」
の
た
め
、
37

の
よ
う
な
将
棋
の
駒
も
立
派
な
木
簡
と
な
る
。
興
福
寺
旧
境
内
の
発
掘
調

査
で
は
、
十
一
世
紀
末
に
遡
る
と
み
ら
れ
る
、
今
の
将
棋
で
は
使
わ
れ
な

い
「
酔
象
」
の
駒
が
出
土
し
て
話
題
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

す
い
ぞ
う

一
方
、
こ
の
駒
た
ち
の
面
白
さ
は
、
近
代
に
属
す
る
の
み
な
ら
ず
、
通

常
の
将
棋
駒
の
面
と
軍
人
将
棋
の
駒
の
面
を
持
つ
点
に
あ
る
。
軍
人
将
棋

（
行
軍
将
棋
と
も
）
は
日
清
・
日
露
戦
争
期
に
詰
め
将
棋
か
ら
発
展
し
た

も
の
と
さ
れ
る
変
わ
り
将
棋
で
、
審
判
役
を
置
く
な
ど
、
通
常
の
将
棋
と

は
か
な
り
ル
ー
ル
が
異
な
っ
て
い
た
。
将
棋
に
興
ず
る
明
治
時
代
の
小
学

生
た
ち
の
歓
声
を
彷
彿
さ
せ
る
駒
た
ち
は
、
時
代
的
に
も
、
内
容
面
か
ら

も
、
平
城
木
簡
の
世
界
を
広
げ
て
く
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
連
の
駒
た
ち
に
は
、
上
端
部
が
し
っ
か
り
と
し
た

圭
頭
の
も
の
と
、
や
や
崩
れ
た
も
の
と
、
二
通
り
が
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ

る
。
多
く
は
片
面
を
剝
ぎ
取
る
よ
う
に
削
り
、
軍
人
将
棋
の
駒
に
二
次
的

に
加
工
す
る
。
削
り
方
も
、
全
体
を
均
一
に
削
り
取
る
も
の
と
、
下
部
の
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一
端
に
本
来
の
面
が
残
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。

文
字
は
墨
書
の
も
の
も
あ
る
が
、
現
状
で
橙
色
を
呈
す
る
も
の
も
あ
る
。

何
ら
か
の
塗
料
の
色
か
、
鉄
分
が
付
着
し
た
た
め
か
は
不
明
だ
が
、
墨
書

で
な
い
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ
る
。
す
る
と
木
簡
の
定
義
か
ら
外
れ
て
し

ま
い
そ
う
だ
が
、
現
在
は
刻
書
や
朱
書
な
ど
、
墨
以
外
で
文
字
が
記
さ
れ

た
も
の
も
木
簡
と
認
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
た
だ
し
、
墨
画
の
み
で

文
字
の
な
い
も
の
や
、
焼
印
が
押
さ
れ
た
の
み
の
も
の
は
、
木
簡
と
は
み

な
さ
れ
な
い
）
。
こ
の
将
棋
の
駒
た
ち
は
、
立
派
に
「
木
簡
」
と
名
乗
れ
る

だ
ろ
う
。

左
衛
士
府
の
宿
直
担
当
者
を
報
告
す
る
木
簡

39

（
四
四
〇
次
、
Ｓ
Ｋ
１
９
１
８
９
出
土
。
城
三
九

－
七
下(

三)

）

少
尉
正
六
位
上
安

左
衛
士
府
宿
奏

合
九
十
三
人

大
志
正
六
位
上

長
さ(

三
五
五)

㎜
・
幅(
三
一)

㎜
・
厚
さ
六
㎜

〇
八
一
型
式

左
衛
士
府
が
「
宿

」
に
当
た
っ
た
官
人
た
ち
に
つ
い
て
天
皇
に
報
告
し

さ

え

じ

ふ

し
ゆ
く

た
文
書
木
簡
の
断
片
。
左
衛
士
府
は
令
制
五
衛
府
の
一
つ
で
、
諸
国
の
軍
団

え

ふ

兵
士
の
中
か
ら
交
替
で
上
京
・
勤
務
し
た
衛
士
を
管
理
・
統
率
し
、
平
城
宮
・

え

じ

京
の
警
固
な
ど
を
担
っ
た
。
「
宿
」
は
現
代
の
宿

直
の
こ
と
。
た
だ
し
、

し
ゆ
く
ち
よ
く

律
令
の
規
定
で
は
夜
間
の
勤
務
が
「
宿
」
、
昼
間
の
勤
務
が
「
直
」
と
区
別

さ
れ
て
い
た
（
公
式
令
百
官
宿
直
条
・
職
制
律
在
官
応
直
不
直
条
。

の

く
し
き
り
よ
う

し
き
せ
い
り
つ

33

解
説
も
参
照
）
。
少

尉
と
大

志
は
そ
れ
ぞ
れ
衛
府
の
第
三
等
官
・
第
四
等

し
よ
う
じ
よ
う

だ
い
さ
か
ん

官
で
、
こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
左
衛
士
府
所
属
の
官
人
で
あ
る
。

巻
き
貝
の
付
札

40

（
四
四
〇
次
、
Ｓ
Ｋ
１
９
１
８
９
出
土
。
城
三
九

－

一
五
下(

八
三)

）

蜷

長
さ
六
五
㎜
・
幅
一
六
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
三
二
型
式

｢

蜷
」
に
付
け
ら
れ
た
小
型
の
付
札
。
蜷
は
カ
ワ
ニ
ナ
科
の
淡
水
生
の
小

に
な

型
の
巻
き
貝
、
ま
た
は
類
似
の
貝
の
総
称
の
可
能
性
も
あ
る
。

木
簡
に
み
え
る
貝
類
で
は
、
何
と
言
っ
て
も
ア
ワ
ビ
（
「
鮑
」
ま
た
は
「
鰒
」
、

ま
れ
に
「
蚫
」）
の
存
在
感
が
大
き
く
、
他
に
「
貽
貝
」
（
ム
ー
ル
貝
に
似
た

い

が

い

二
枚
貝
の
一
種
）
、
「
細
螺
」
（
海
に
住
む
巻
き
貝
。
た
だ
し
、
『
播
磨
国
風

し
た
だ
み

は

り

ま

土
記
』
揖
保
郡
条
の
よ
う
に
、
淡
水
生
の
も
の
を
「
細
螺
」
と
呼
ぶ
場
合
も

い

ぼ

あ
る
）
な
ど
が
あ
る
が
、
ニ
ナ
の
木
簡
は
珍
し
い
。
完
形
品
で
、
上
端
の
切

り
込
み
に
は
荷
物
に
括
り
付
け
た
時
の
紐
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
。
墨
痕

も
黒
々
と
し
て
明
瞭
で
あ
る
。

銭
千
文
の
付
札

41

（
四
四
〇
次
、
Ｓ
Ｋ
１
９
１
８
９
出
土
。
城
四
二

－

九
上(

四
四)

）

神
護
景
雲
四
年
九
月

(

表)

ｏ
一
千
文

(

裏)

ｏ
貫
仕
丁
佐
伯
馬
養

長
さ
九
二
㎜
・
幅
一
六
㎜
・
厚
さ
三
㎜

〇
一
一
型
式

銭
千
文
に
付
け
ら
れ
た
付
札
。
上
端
付
近
に
孔
が
穿
た
れ
て
い
る
。
銭
千

枚
と
と
も
に
紐
を
通
し
て
束
ね
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
作
業
が
裏
面
に
記
さ
れ

る
「
貫
」
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
。
神
護
景
雲
四
年
は
七
七
〇
年
で
、
八
月
に

称

徳
天
皇
が
崩
御
し
た
年
に
当
た
る
。
そ
の
後
、
光
仁
天
皇
の
即
位
に
と

し
よ
う
と
く

こ
う
に
ん

も
な
い
、
十
月
に
宝
亀
元
年
に
改
元
し
た
。

こ
の
大
土
坑
Ｓ
Ｋ
１
９
１
８
９
か
ら
は
、
同
じ
よ
う
な
銭
の
付
札
が
多
く

見
つ
か
っ
て
い
る
（
城
四
二

－

九
上(

四
五)

ほ
か
）
。
「
鋳
手
」
が
「
貫
」

を
担
当
し
た
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
（
城
四
二

－

九
下(

四
八)

）
、
鋳
銭
工
人

が
自
身
の
鋳
た
銭
を
千
文
単
位
に
ま
と
め
て
上
納
す
る
際
に
付
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

は
上
端
が
丸
み
を
帯
び
て
削
り
整
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特

41

徴
。
上
端
の
孔
は
、
文
字
の
上
か
ら
穿
た
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
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Ⅵ

平
城
木
簡
の
ニ
ュ
ー
フ
ェ
イ
ス－

二
〇
一
〇
年
代
以
降
出
土
木
簡

－

右
大
舎
人
寮
に
関
わ
る
文
書
木
簡

45

（
五
三
〇
次
、
Ｓ
Ｄ
３
２
２
０
出
土
。
城
四
四

－

一
八
下(

一
四
五)

）

〔
右
大
舎
人
寮
ヵ
〕

(

表)

…

十
人

河
内

(

裏)

遣
猪
名
部
造

…

年
十
一
月
廿
七
日
正
八
位
＝

＝
上
行
大
属
船
連

長
さ(

六
九
＋
一
〇
二)

㎜
・
幅(

一
八)

㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
八
一
型
式

右
大
舎
人
寮
に
関
わ
る
文
書
木
簡
の
断
片
と
み
ら
れ
る
が
、
中
間
を
欠

お

お

と

ね

り

失
し
て
お
り
、
内
容
や
年
代
は
不
詳
。
文
字
も
、
裏
面
は
ま
だ
比
較
的
読

み
や
す
い
が
表
面
は
赤
外
線
で
観
察
し
て
も
判
別
し
が
た
く
、
特
に
冒
頭

の
「
右
大
舎
人
寮
」
の
部
分
は
文
字
の
左
端
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
残
る
の

み
で
あ
る
。
判
読
で
き
た
の
は
ほ
と
ん
ど
奇
跡
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

舎
人
は
、
天
皇
や
皇
族
な
ど
に
近
侍
し
、
護
衛
・
使
節
な
ど
を
務
め
た

下
級
官
人
の
こ
と
。
令
制
で
は
、
五
位
以
上
の
人
の
子
孫
で
二
十
一
歳
に

達
し
た
者
の
う
ち
、
性
識
聡
敏
・
儀
容
端
正
な
者
を
選
ん
で
内
舎
人
に
任

う

ど

ね

り

じ
、
そ
の
他
の
者
を
大
舎
人
・
春
宮
舎
人
・
中
宮
舎
人
に
採
用
し
た
。
ま

た
、
内
六
位
～
八
位
の
嫡
子
（
＝
位
子
）
で
二
十
一
歳
に
達
し
た
者
の
う

い

し

ち
、
儀
容
端
正
・
書
算
巧
妙
の
者
を
上
等
と
し
て
大
舎
人
に
、
身
材
強
幹

・
弓
馬
巧
妙
の
者
を
中
等
と
し
て
兵
衛
に
、
身
材
劣
弱
・
文
算
不
識
の
者

を
下
等
と
し
て
使
部
に
任
じ
た
。
右
大
舎
人
寮
は
中
務
省
の
被
管
で
、
左

大
舎
人
寮
と
と
も
に
各
八
百
人
の
大
舎
人
が
属
し
て
い
た
。

美
作
国
（
備
前
国
）
か
ら
の
庸
米
の
荷
札

46

（
五
三
〇
次
、
Ｓ
Ｄ
３
２
２
０
出
土
。
城
四
四

－

一
九
上(

一
四
八)

）

(

表)

間
嶋
里
葛
木
部
羊

(

裏)

米
五
斗
八
升

長
さ
一
六
七
㎜
・
幅
二
四
㎜
・
厚
さ
五
㎜

〇
三
二
型
式

米
の
荷
札
。
表
面
の
葛
木
部
羊
が
貢
納
者
名
。
裏
面
に
五
斗
八
升
と
あ

る
の
で
、
庸
米
の
荷
札
と
わ
か
る
。
庸
は
古
代
の
税
目
の
一
種
で
、
一
〇

日
間
の
労
働
の
代
わ
り
に
布
を
納
め
る
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
米
で
代
納

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
主
と
し
て
地
方
か
ら
上
京
し
て
仕
丁
（
男
性
）
や
采
女

じ
ち
よ
う

う

ね

め

（
女
性
）
な
ど
と
し
て
働
く
人
び
と
の
食
料
に
充
て
ら
れ
た
。
米
の
支
給

は
一
日
二
升
（
現
在
の
九
合
ほ
ど
）
が
基
準
で
、
古
代
の
一
ヵ
月
は
三
〇

日
も
し
く
は
二
九
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
庸
米
は
六
斗
（
二
升×

三
〇
日
）

ま
た
は
五
斗
八
升
（
二
升×

二
九
日
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。国

郡
名
を
省
略
す
る
が
、
里
制
下
（
七
〇
一
～
七
一
七
）
の
木
簡
と
み

て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

を
は
じ
め
、
今
回
展
示
す
る
第
五
三
〇
次
調
査

46

出
土
木
簡
は
す
べ
て
斜
行
大
溝
Ｓ
Ｄ
３
２
２
０
か
ら
出
土
し
た
も
の
だ
が
、

こ
の
Ｓ
Ｄ
３
２
２
０
の
機
能
時
期
は
平
城
宮
・
京
の
造
営
段
階
と
み
ら
れ

て
お
り
、
遺
構
の
年
代
観
と
も
整
合
す
る
。「
間
嶋
里
」
は
、『
和
名
類

聚

抄
』

わ
み
よ
う
る
い
じ
ゆ
う
し
よ
う

の
美
作
国
真
嶋
郡
真
嶋
郷
（
今
の
岡
山
県
真
庭
市
の
旧
落
合
町
付
近
）
に

み
ま
さ
か

ま

し

ま

あ
た
る
か
。
た
だ
し
、
美
作
国
は
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
備
前
国
か
ら

び

ぜ

ん

六
郡
を
割
い
て
置
か
れ
た
た
め
（
『
続
日
本
紀
』
同
年
四
月
乙
未
〔
三
日
〕

条
）
、
あ
る
い
は
美
作
国
成
立
以
前
、
備
前
国
所
属
の
時
期
の
荷
札
か
も
し

れ
な
い
。

大
振
り
で
右
肩
が
下
が
り
気
味
の
文
字
は
、
ま
る
で
七
世
紀
の
木
簡
の

よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。
ま
た
、
裏
面
一
文
字
目
の
「
米
」
字
は
、

今
と
異
な
り
横
画
が
二
本
の
字
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
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内
蔵
寮
か
ら
宮
内
省
ヘ
宛
て
ら
れ
た
文
書
木
簡

49

（
六
二
一
次
、
Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
出
土
。
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要2

0
2
2

』
一
五
四
頁(

五)

。

以
下
、
紀
要
二
〇
二
二

－

一
五
四(

五)

の
よ
う
に
略
記
。）

〔
女
ヵ
〕

内
蔵
寮

移

宮
内
省

合

ｏ

長
さ(

三
五
二)

㎜
・
幅
二
六
㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
一
九
型
式

内
蔵
寮
か
ら
宮
内
省
へ
宛
て
ら
れ
た
文
書
木
簡
。
内
容
は
未
詳
だ
が
、

く

ら

り

よ

う

く
な
い
し
よ
う

下
半
部
に
「
女
」
ら
し
き
文
字
が
あ
る
。
女
官
に
関
わ
る
事
柄
だ
ろ
う
か
。

内
蔵
寮
は
、
大
蔵
省
よ
り
毎
年
送
ら
れ
て
く
る
金
銀
を
は
じ
め
と
す
る

お
お
く
ら
し
よ
う

皇
室
財
産
の
管
理
や
、
官
人
へ
の
下
賜
や
調
達
と
い
っ
た
出
納
業
務
な
ど

を
担
う
官
司
。
宮
内
省
は
、
宮
内
の
庶
務
、
お
よ
び
諸
国
よ
り
毎
年
貢
進

さ
れ
る
調
雑
物
な
ど
主
と
し
て
食
品
の
こ
と
を
掌
り
、
ま
た
女
丁
を
検
校

し
て
諸
司
に
分
配
す
る
こ
と
な
ど
も
取
り
扱
っ
て
い
た
。
「
移
」
は
公
式
令

い

に
定
め
ら
れ
た
文
書
様
式
で
、
直
接
の
統
属
関
係
に
な
い
官
司
間
で
用
い

ら
れ
る
。
内
蔵
寮
は
中

務

省
に
属
し
、
宮
内
省
の
所
管
で
は
な
い
た
め
、

な
か
つ
か
さ
し
よ
う

移
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
場
合
、
宮
内
省
は
内
蔵
寮
を
管
轄
す
る
中
務
省
と
同
格
の

「
省
」
で
あ
る
た
め
、
本
来
は
ま
ず
内
蔵
寮
が
中
務
省
に
上
申
文
書
で
あ

る
「
解
」
を
提
出
し
、
中
務
省
か
ら
宮
内
省
に
宛
て
て
移
を
送
付
せ
ね
ば

げ

な
ら
な
い
（
『
令
義
解
』
公
式
令

移
式
条
、
『
令

集

解
』
同
条
古
記
）
。

り
よ
う
の
ぎ
げ

り
よ
う
の
し
ゆ
う
げ

12

だ
が
、
事
務
の
簡
便
化
の
た
め
か
、

の
よ
う
な
移
の
発
送
は
実
際
に
は

49

し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
木
簡
で
の
類
例
と
し
て
は
、
陰

陽

寮
か
ら

お
ん
み
よ
う
り
よ
う

大
炊
寮
へ
の
移
（
城
七

－

三
下(

一)

）
や
造
兵
司
か
ら
衛
門
府
へ
の
移
（
城

お
お
い
り
よ
う

ぞ

う

へ

い

し

え

も

ん

ふ

一
四

九
上(

二
八)

）
な
ど
が
あ
る
。

－そ
の
よ
う
な
事
情
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
見
る
と
、

の
「
移
」
字
は
上

49

下
の
「
内
蔵
寮
」
「
宮
内
省
」
に
比
し
て
明
ら
か
に
墨
が
薄
く
、
ま
た
筆
も

や
や
細
い
よ
う
で
あ
る
。
「
内
蔵
寮
」
と
「
宮
内
省
」
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
も

異
様
に
広
い
。
お
そ
ら
く
、
「
移
」
字
は
追
記
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は

を
49

作
成
し
た
内
蔵
寮
の
官
人
も
、
採
る
べ
き
文
書
様
式
に
悩
み
な
が
ら
、
最

終
段
階
で
「
移
」
と
書
き
込
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

女
官
の
考
課
（
毎
年
の
勤
務
評
定
）
に
使
わ
れ
た
木
簡

50

（
六
二
一
次
、
Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
出
土
。
紀
要
二
〇
二
二

－

一
五
四(

三)

）

年
五
十
九

牟
須
売

日
参
佰
弐
拾
玖

左

〔
坊
ヵ
〕

長
さ(

一
六
五)

㎜
・
幅
二
五
㎜
・
厚
さ
八
㎜

〇
八
一
型
式

女
性
の
役
人
の
考
課
木
簡
。
９
の
よ
う
な
男
性
役
人
の
勤
務
評
定
に
関
わ

こ
う

か

る
木
簡
や
そ
の
削
屑
は
、
式
部
省
木
簡
を
中
心
に
多
数
出
土
し
て
い
る
が
、

女
官
の
勤
務
評
定
の
木
簡
は
、

が
初
め
て
の
出
土
例
で
あ
る
。

に
ょ
か
ん

50

冒
頭
の
「
牟
須
売
」
が
役
人
の
名
前
。「
売
」（
＝
め
＝
女
）
が
名
前
の
末

む

す

め

尾
に
付
く
こ
と
か
ら
、
女
性
と
判
明
す
る
。
「
牟
」
の
上
の
文
字
も
名
前
の

一
部
か
も
し
れ
な
い
。
欠
損
し
て
い
る
上
部
に
は
、
勤
務
評
定
や
、
位
階
・

官
職
・
ウ
ジ
名
な
ど
が
書
か
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

名
前
の
下
の
割
書
右
行
「
年
五
十
九
」
は
年
齢
。
左
行
の
「
左
」
は
本
貫

地
。
現
状
で
下
に
続
く
文
字
は
見
え
な
い
が
、
左
京
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の

下
の
「
日
」
は
昼
間
の
勤
務
の
意
味
で
、「
参
佰
弐
拾
玖
」（
＝
三
百
二
十
九
）
。

勤
務
日
数
の
下
の
二
文
字
は
不
詳
。

当
時
の
暦
で
は
、
一
年
は
お
お
よ
そ
三
五
五
日
（
た
だ
し
、
閏
月
が
あ
る

年
は
そ
の
分
、
三
〇
日
ほ
ど
多
く
な
る
）
。
木
簡
に
見
え
る
男
性
役
人
の
勤

務
日
数
の
調
査
か
ら
は
、
奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
年
間
三
〇
〇
日
以
上
出
勤

し
て
い
る
人
は
少
な
い
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
年
間
三
二

九
日
の
勤
務
は
、
か
な
り
の
ハ
ー
ド
ワ
ー
ク
と
い
え
そ
う
だ
。

奈
良
時
代
の
女
官
は
、
天
皇
に
近
侍
し
て
命
令
の
伝
達
や
衣
食
住
の
世
話

な
ど
を
職
務
と
し
、
そ
の
母
体
は
都
の
諸
氏
の
女
性
（
氏
女
）
と
地
方
の
郡

う
じ

め

司
層
の
子
女
（
采
女
）
で
あ
っ
た
。
当
時
の
規
定
で
は
、
氏
女
の
出
仕
（
就

う
ね

め

職
）
は
一
三
歳
～
三
〇
歳
と
決
ま
っ
て
お
り
（
後
宮
職
員
令

氏
女
采
女
条
）
、

18

采
女
も
そ
れ
な
り
に
若
い
者
が
上
京
し
た
だ
ろ
う
。
五
九
歳
の
「
牟
須
売
」

は
、
勤
続
年
数
数
十
年
の
大
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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近
江
国
か
ら
の
荷
札

51

（
六
二
一
次
、
Ｓ
Ｄ
２
７
０
０
出
土
。
紀
要
二
〇
二
二

－

一
五
四(

一
二)

）

〔
敢
宍
人
ヵ
〕
〔
郷
ヵ
〕

(

表)

一

近
江
国
坂
田
郡
阿
那
郷
戸
主

同

三

(

裏)

天
平
勝
寶
七
歳
九
月
二
日

長
さ(

一
四
八)

㎜
・
幅(

二
七)

㎜
・
厚
さ
四
㎜

〇
三
九
型
式

近
江
国
坂
田
郡
阿
那
郷
（
今
の
滋
賀
県
長
浜
市
東
南
端
か
ら
米
原
市
の
旧

お

う

み

さ
か

た

あ

な

近
江
町
域
東
部
に
か
け
て
の
地
域
か
）
か
ら
送
ら
れ
た
荷
札
。
上
端
は
山
形

に
整
形
す
る
。
下
部
は
欠
損
し
て
お
り
、
税
の
種
類
や
品
名
・
数
量
な
ど
は

不
詳
。

貢
納
者
が
複
数
名
（
敢
宍
人

と
三

…

）
見
え
る
こ
と
か
ら
は
、
庸
米

あ
え
の
し
し
ひ
と

よ
う
ま
い

の
荷
札
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
九
月
と
い
う
貢
納
月
や
、
上
端
の
山
形

の
加
工
も
、
米
の
荷
札
と
し
て
矛
盾
な
い
。
ま
た
、
阿
那
郷
（
穴
里
）
の
荷

札
と
し
て
は
、
他
に
長
屋
王
家
木
簡
の
二
例
が
あ
る
が
（
京
二

－

二
一
七
二
、

京
二

－

二
一
七
三
）、
品
目
は
い
ず
れ
も
「
俵
」
で
あ
る
。

裏
面
の
天
平
勝
宝
七
歳
は
、
七
五
五
年
。
近
江
国
坂
田
郡
の
荷
札
は
こ
れ

ま
で
に
八
〇
点
ほ
ど
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
約
四
分
の
三
は
天
平
八
年
（
七

三
六
）
前
後
の
資
料
を
主
体
と
す
る
二
条
大
路
木
簡
で
あ
る
。
出
土
例
の
少

な
い
奈
良
時
代
後
半
の
荷
札
と
し
て
、

は
貴
重
な
事
例
と
な
る
。

51

表
面
の
切
り
込
み
よ
り
上
に
記
さ
れ
た
「
一
」
は
未
詳
。
整
理
の
た
め
の

番
付
か
、
あ
る
い
は
チ
ェ
ッ
ク
の
記
号
か
。
た
だ
し
、
「
近
」
以
下
の
文
字

と
筆
勢
に
顕
著
な
違
い
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

表
面
の
文
字
は
書
き
出
し
か
ら
小
さ
く
、
特
に
郡
郷
名
の
部
分
は
か
な
り

扁
平
で
詰
ま
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
貢
納
者
一
名
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
た

大
き
さ
の
材
に
、
二
名
分
の
名
前
を
書
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
で

も
片
面
で
納
め
よ
う
と
が
ん
ば
っ
た
結
果
と
み
る
の
は
、
想
像
が
過
ぎ
る
だ

ろ
う
か
。

美
濃
国
か
ら
の
庸
米
の
荷
札

55

（
六
四
二
次
、
Ｓ
Ｄ
２
０
３
１
１
出
土
。
紀
要
二
〇
二
二

－

一
六
九(

一)

）

(

表)

美
濃
国
當
嗜
郡
山
前
郷

(

裏)

山

里
私
部
小
比
礼
米
六
斗

長
さ
二
一
二
㎜
・
幅
二
七
㎜
・
厚
さ
二
㎜

〇
五
一
型
式

美
濃
国
か
ら
の
米
の
荷
札
。
郷
里
制
下
（
七
一
七
～
七
四
〇
頃
）
の
も
の

み

の

で
、
「
六
斗
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
庸
米
と
わ
か
る
（

の
解
説
参
照
）
。
「
山

46

前
郷
」
（
＝
山
埼
郷
）
は
現
在
の
岐
阜
県
海
津
市
の
西
南
部
、
旧
南
濃
町
地

や
ま
さ
き

域
に
あ
た
る
。
『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と
山
埼
郷
は
石
津
郡
に
属
し
て
い

い

し

つ

る
が
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
閏
四
月
丁
酉
（
一

九
日
）
条
に
石
津
郡
が
多
芸
郡
か
ら
分
立
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ

た

き

以
前
は
多
芸
（
＝
「
當
嗜
」
）
郡
に
属
し
て
い
た
。
里
名
は
墨
が
か
す
れ
て

判
読
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
郷
里
同
名
で
「
山
前
」
の
可
能
性
も
あ
る
か
。

平
城
宮
内
で
美
濃
国
多
芸
郡
か
ら
の
荷
札
木
簡
の
出
土
は
始
め
て
。
庸

米
の
貢
納
者
で
あ
る
私
部
小
比
礼
は
、
天
皇
の
后
妃
の
た
め
に
全
国
各
地

に
置
か
れ
た
部
民
で
あ
る
私
部
の
後
裔
と
み
ら
れ
る
。
美
濃
国
は
大
海
人

皇
子
の
東
宮
湯
沐
や
光
明
皇
后
の
所
領
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
多
芸
郡
山
埼
郷
に
も
皇
后
の
経
済
基
盤
が
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で

き
る
だ
ろ
う
。

平
城
宮
西
北
部
の
調
査
で
出
土
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
周
辺
は
調
査
が
ほ

と
ん
ど
及
ん
で
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
官
衙
や
施
設
が
あ
っ
た
の
か
、
ほ
と

ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
の
荷
札
木
簡
が
付
さ
れ
て
い
た
庸
米
は
、
ど
こ

で
、
誰
に
、
何
の
目
的
で
消
費
さ
れ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
あ
と
一
歩
の
と

こ
ろ
で
庸
米
を
運
ん
で
き
た
脚
夫
が
う
っ
か
り
溝
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
後
期
展
示

の
木
簡
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
の
平
城
宮
の
調
査
の

56

進
展
を
予
感
さ
せ
る
。

の
出
土
の
日
付
は
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
五
日
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

55
同
年
一
二
月
三
日
に
出
土
し
た
後
期
展
示

に
次
い
で
《
新
し
い
》
平
城
木

56

簡
で
あ
る
。
最
初
の
平
城
木
簡
（
１
）
が
見
つ
か
っ
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど

六
十
年
の
歳
月
が
流
れ
た
こ
と
と
な
る
。
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【
木
簡
が
見
つ
か
っ
た
遺
構
】

Ｓ
Ｋ
２
１
９
（
展
示
番
号
１
、
２
）
大
膳
職
推
定
地

国
宝

一
九
六
一
年

平
城
宮
中
央
区
の
第
一
次
大
極
殿
院
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
西
宮
の
北
側
に
展
開

す
る
役
所
の
ゴ
ミ
捨
て
穴
。
東
西
三
ｍ
、
南
北
三
・
五
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
の
北
半
部
と
、

東
西
三
ｍ
、
南
北
二
・
五
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
の
南
半
部
と
か
ら
な
る
。
平
城
宮
跡
最
初

の
木
簡
出
土
地
と
し
て
名
高
い
。
天
平
宝
字
末
年
頃
（
七
六
〇
年
代
前
半
）
の
遺
物

を
中
心
と
す
る
。
Ｓ
Ｋ
２
１
９
出
土
の
木
簡
群
は
、
同
じ
役
所
内
の
井
戸
Ｓ
Ｅ
３
１

１
出
土
木
簡
二
点
と
と
も
に
、
平
城
宮
跡
大
膳
職
推
定
地
出
土
木
簡
と
し
て
、
二
〇

〇
三
年
に
木
簡
で
は
初
め
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
（
計
三
九
点
〔
う
ち
削
屑

一
六
点
〕
）。

Ｓ
Ｋ
８
２
０
（
展
示
番
号
５
、
６
）
内
裏
北
外
郭
官
衙

国
宝

一
九
六
三
年

内
裏
の
北
東
に
位
置
す
る
北
外
郭
官
衙
西
辺
に
掘
ら
れ
た
方
形
の
ゴ
ミ
捨
て
穴
。

だ

い

り

き
た
が
い
か
く
か

ん

が

一
辺
約
四
ｍ
、
深
さ
約
二
・
三
ｍ
。
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
の
平
城
還
都
後
の
こ

の
地
域
の
再
整
備
に
関
わ
る
ゴ
ミ
を
投
棄
し
た
土
坑
で
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）

頃
に
埋
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
木
簡
は
、
約
一
八
〇
〇
点
が
出
土
し
た
（
う
ち
削

屑
約
一
〇
〇
〇
点
）
。
平
城
宮
跡
で
最
初
に
千
点
規
模
の
木
簡
群
が
見
つ
か
っ
た
遺

構
で
あ
る
。
出
土
木
簡
は
、
平
城
宮
跡
内
裏
北
外
郭
官
衙
出
土
木
簡
と
し
て
二
〇
〇

七
年
に
重
要
文
化
財
に
、
さ
ら
に
二
〇
一
七
年
に
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
一
部
と
し

て
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
（
展
示
番
号
９
、

）
式
部
省

一
九
六
六
年

10

平
城
宮
東
南
隅
の
南
面
大
垣
内
側
を
東
に
流
れ
る
東
西
溝
。
幅
最
大
六
ｍ
、
最
大

深
さ
一
ｍ
。
東
面
大
垣
内
側
の
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
３
４
１
０
に
合
流
す
る
。
木
簡
は
、
式し

き

部

省
の
勤
務
評
価
に
関
わ
る
削
屑
が
大
半
で
、
養
老
・
神
亀
年
間
（
七
一
七
～
七

ぶ

し
ょ
う

二
九
）
か
ら
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
の
も
の
ま
で
を
含
む
が
、
養
老
・
神
亀
年
間
の

も
の
は
南
面
大
垣
を
横
断
す
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
１
１
６
４
０
と
一
連
の
遺
物
と
み
ら

れ
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
４
１
０
０
の
木
簡
は
基
本
的
に
宝
亀
元
年
頃
に
一
括
し
て
投
棄
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
七
八
一
）
頃
に
北
側
に
移
転
し

て
き
た
と
み
ら
れ
る
神
祇
官
関
連
木
簡
も
わ
ず
か
に
含
ま
れ
る
。
木
簡
は
約
一
万
三

じ
ん

ぎ

か
ん

千
点
（
う
ち
削
屑
約
一
万
二
千
点
）
出
土
し
た
。

内
裏
西
南
隅
外
郭
整
地
土
（
展
示
番
号

、

）

一
九
七
四
年

13

14

第
一
次
大
極
殿
院
東
南
隅
と
内
裏
外
郭
西
南
隅
に
挟
ま
れ
た
谷
部
に
施
さ
れ
た
、

平
城
宮
造
営
に
伴
う
整
地
土
。
こ
の
地
は
、
宮
造
営
以
前
は
低
湿
地
で
、
黒
色
粘
土

が
堆
積
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
旧
地
表
面
の
上
に
、
造
営
工
事
に
伴
う
建
築

用
材
の
破
片
や
は
つ
り
屑
、
檜
皮
な
ど
を
含
む
黒
色
粘
質
土
を
薄
く
敷
き
込
み
、
そ

の
上
に
狭
義
の
整
地
土
を
約
五
〇
㎝
積
ん
で
い
た
（
第
一
次
整
地
）。
木
簡
は
、
広
義

の
整
地
土
に
含
ま
れ
る
と
み
ら
れ
る
下
層
の
黒
色
粘
質
土
か
ら
、
二
一
二
点
（
う
ち

削
屑
一
四
二
点
）
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｘ
８
４
１
１
（
展
示
番
号

）
17

中
央
区
朝
堂
院
東
北
隅
（
第
一
次
大
極
殿
院
）

一
九
七
六
年

平
城
宮
の
基
幹
排
水
路
の
一
つ
で
あ
る
中
央
大
溝
Ｓ
Ｄ
３
７
１
５
に
付
設
さ
れ
た
堰せ

き

状
遺
構
で
、
一
辺
約
四
ｍ
の
不
整
形
を
呈
す
る
。
位
置
は
、
中
央
区
朝
堂
院
東
第
一
堂

の
北
端
の
東
に
あ
た
る
。
木
簡
は
、
一
三
八
点
（
う
ち
削
屑
三
四
点
）
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｄ
４
７
５
０
（
展
示
番
号

、

、

）

重
要
文
化
財

19

20

21

長
屋
王
家
木
簡

一
九
八
八
・
八
九
年

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
で
見
つ
か
っ
た
左
大
臣
長
屋
王
の
邸

宅
の
う
ち
、
八
坪
東
南
隅
に
東
面
築
地
塀
の
内
側
に
沿
っ
て
掘
ら
れ
た
南
北
溝
状
の

つ
い

じ

べ
い

ゴ
ミ
捨
て
土
坑
。
幅
三
ｍ
、
深
さ
一
ｍ
。
総
延
長
は
約
二
七
・
三
ｍ
。
平
城
遷
都
か

ら
ま
も
な
い
時
期
の
、
貴
族
の
家
政
機
関
の
資
料
と
い
う
他
に
類
例
の
な
い
木
簡
が

出
土
し
た
。
長
屋
王
が
式
部
卿

を
務
め
て
い
た
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
後
半
の
、

し
き

ぶ

き
ょ
う

邸
内
に
お
け
る
米
支
給
の
伝
票
木
簡
を
主
体
と
す
る
。
木
簡
は
、
約
三
万
五
千
点
（
う
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ち
削
屑
約
二
万
九
千
点
）
が
出
土
し
た
。
二
〇
二
〇
年
、
こ
の
う
ち
の
一
部
が
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

Ｓ
Ｄ
５
１
０
０
（
展
示
番
号

、

）

二
条
大
路
木
簡

一
九
八
八
・
八
九
年

25

26

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
（
光
明
皇
后
宮
。
旧
長
屋
王
邸
）
と
二
条
二
坊
五
坪

（
藤
原
麻
呂
邸
）
の
間
の
二
条
大
路
上
の
南
北
両
端
に
掘
ら
れ
た
濠
状
の
遺
構
の
う

ち
、
皇
后
宮
の
北
門
か
ら
八
坪
北
辺
築
地
塀
に
沿
っ
て
二
条
大
路
南
端
に
掘
ら
れ
た

遺
構
。
幅
二
・
六
ｍ
、
深
さ
〇
・
九
ｍ
。
総
延
長
約
一
二
〇
ｍ
。
木
簡
は
、
約
三
万

八
千
点
（
う
ち
削
屑
約
三
万
一
千
点
）
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｄ
５
３
０
０
（
展
示
番
号

）

二
条
大
路
木
簡

一
九
八
九
年

27

平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪
（
光
明
皇
后
宮
。
旧
長
屋
王
邸
）
と
二
条
二
坊
五
坪

(

藤
原
麻
呂
邸
）
の
間
の
二
条
大
路
上
の
南
北
両
端
に
掘
ら
れ
た
濠
状
の
遺
構
の
う

ち
、
藤
原
麻
呂
邸
南
門
前
か
ら
東
に
二
条
大
路
北
端
に
沿
っ
て
延
び
る
遺
構
。
幅
二

～
二
・
七
ｍ
、
深
さ
一
～
一
・
三
ｍ
。
総
延
長
は
約
五
八
ｍ
。
西
端
の
門
前
か
ら
、

藤
原
麻
呂
の
家
政
機
関
に
関
わ
る
木
簡
が
集
中
し
て
見
つ
か
っ
た
。
木
簡
は
、
約
三

万
五
千
点
（
う
ち
削
屑
約
二
万
九
千
点
）
が
出
土
し
た
。

け
ず
り
く
ず

Ｓ
Ｄ
３
０
３
５(

展
示
番
号

）
造
酒
司

一
九
九
三
年

31

造
酒
司
の
井
戸
の
排
水
を
流
す
た
め
に
、
役
所
の
西
辺
に
位
置
を
ず
ら
し
な
が

ら
何
度
か
掘
ら
れ
た
南
北
溝
の
一
つ
。
南
端
は
造
酒
司
南
限
の
築
地
塀
を
暗
渠
で

抜
け
て
宮
内
道
路
の
側
溝
に
接
続
す
る
。
最
初
に
検
出
し
た
の
は
一
九
六
五
年
の

第
二
二
次
調
査
北
区
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
三
年
の
第
二
四
一
次
調
査
で
そ
の
南

延
長
部
分
を
検
出
し
た
。
第
二
四
一
次
調
査
で
は
、
木
簡
は
計
三
〇
点
（
う
ち
削

屑
六
点
）
が
出
土
し
た
。

第
二
四
一
次
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
の
年
代
は
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
と
霊
亀

二
年
（
七
一
六
）
、
郷
里
制
（
七
一
七
～
七
四
〇
頃
）
お
よ
び
そ
の
後
の
郷
制
（
七

四
〇
頃
～
）
の
も
の
と
広
い
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
第
二
二
次
調
査
北
区
で
は
最

上
層
か
ら
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
十
月
の
年
紀
が
あ
る
木
簡
が
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
平
城
遷
都
当
初
か
ら
奈
良
時
代
半
ば
過
ぎ
ま
で
存
続
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｄ
１
１
６
０
０(

展
示
番
号

、

）
造
酒
司
宮
内
道
路
南
側
溝

一
九
九
五
年

33

34

平
城
宮
東
張
り
出
し
部
中
央
に
東
西
方
向
に
敷
設
さ
れ
た
幅
約
一
五
ｍ
の
宮
内

道
路
Ｓ
Ｆ
１
１
５
８
０
の
南
側
溝
。
幅
約
五
ｍ
、
検
出
面
か
ら
の
深
さ
約
一
ｍ
と

い
う
大
規
模
な
溝
で
、
一
九
九
五
年
の
第
二
五
九
次
調
査
で
は
約
五
〇
ｍ
分
を
検

出
し
た
。
北
か
ら
は
Ｓ
Ｆ
１
１
５
８
０
を
横
切
る
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
１
６
７
４
２
が
、

南
か
ら
は
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
１
６
７
４
１
が
取
り
付
く
。
木
簡
は
、
約
二
五
〇
〇
点
（
う

ち
削
屑
約
二
二
〇
〇
点
）
出
土
し
た
。
ま
た
、
漆

紙
文
書
も
一
点
出
土
し
た
。

う
る
し
が
み

Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
（
展
示
番
号

）
37平

城
京
左
京
四
条
七
坊(

旧
大
乗
院
庭
園)

二
〇
〇
四
年

漆
喰
製
の
水
槽
。
片
面
は
一
辺
約
〇
・
五
ｍ
の
方
形
で
、
深
さ
は
約
〇
・
七
ｍ
。

周
囲
を
石
・
瓦
・
漆
喰
で
固
め
る
。
約
三
ｍ
北
で
検
出
し
た
井
戸
Ｓ
Ｅ
８
８
３
７

と
土
管
暗
渠
Ｓ
Ｄ
８
８
５
７
で
繋
が
っ
て
お
り
、
Ｓ
Ｅ
８
８
３
７
か
ら
水
が
流
れ

込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
Ｓ
Ｘ
８
８
３
８
か
ら
排
水
す
る
施
設
は
な
く
、
こ
こ

か
ら
水
が
汲
み
取
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
Ｓ
Ｅ
８
８
３
７
に
伴
う
浄
水
施
設
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
乗
院
庭
園
の
廃
絶
後
、
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
開
設
さ
れ
た
飛
鳥
小

学
校
に
伴
う
遺
構
で
あ
る
。
埋
土
か
ら
は
、
瓦
・
陶
磁
器
に
加
え
、
鉛
筆
や
将
棋

駒
な
ど
の
木
製
品
、
真
鍮
製
蝶
番
金
具
や
鉛
面
子
、
Ｄ
字
形
金
具
な
ど
の
金
属
製

品
、
石
筆
や
石
硯
な
ど
の
石
製
品
、
お
は
じ
き
な
ど
の
土
製
品
、
ビ
ー
玉
や
ガ
ラ

ス
瓶
な
ど
の
ガ
ラ
ス
製
品
と
い
っ
た
、
飛
鳥
小
学
校
に
関
連
す
る
多
種
多
様
な
遺

物
が
多
数
出
土
し
た
。
木
簡
は
、
計
二
六
点
（
削
屑
な
し
）
が
出
土
し
た
。
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Ｓ
Ｋ
１
９
１
８
９
（
展
示
番
号

、

、

）

39

40

41
平
城
宮
東
方
官
衙

二
〇
〇
八
・
〇
九
年

平
城
宮
東
方
官
衙
で
見
つ
か
っ
た
ゴ
ミ
穴
。
東
西
約
一
一
ｍ
、
南
北
約
七
ｍ
、
深

さ
約
一
ｍ
の
巨
大
な
も
の
で
、
輪
郭
が
炭
化
し
た
状
況
を
示
す
こ
と
か
ら
、
ゴ
ミ
を

焼
却
す
る
た
め
の
穴
と
み
ら
れ
る
。
ゴ
ミ
の
投
棄
と
焼
却
を
、
穴
を
拡
張
し
な
が
ら

何
度
か
繰
り
返
し
て
い
る
ら
し
い
。

木
簡
は
七
七
〇
年
前
後
の
衛
府
に
関
わ
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
宝
亀

三
年
（
七
七
二
）
二
月
に
行
わ
れ
た
称
徳
天
皇
没
後
の
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
の

衛
府
の
統
廃
合
（
外
衛
府
の
廃
止
と
そ
れ
に
伴
う
舎
人
の
近
衛
府
・
中
衛
府
・
左
右

と

ね

り

こ

の

え

ふ

ち

ゆ

う

え

ふ

兵
衛
府
へ
の
分
配
。
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
三
年
二
月
丁
卯
〔
十
六
日
〕
条
）
に
伴
う

ひ

よ

う

え

ふ

て
い
ぼ
う

造
営
工
事
の
ゴ
ミ
処
理
施
設
と
み
ら
れ
る
。
木
簡
は
削
屑
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
土

ご
と
コ
ン
テ
ナ
に
入
れ
て
整
理
室
に
持
ち
帰
り
順
次
洗
浄
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、

最
終
的
に
数
十
万
点
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
木
簡
以
外
に
も
、
食
物
残

滓
、
炭
、
造
営
部
材
や
そ
の
端
材
・
は
つ
り
屑
、
檜
皮
、
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
や
昆
虫

類
な
ど
、
厖
大
な
量
の
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
が
日
々
洗
浄
作
業
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
つ

つ
あ
る
。

な
お
、
Ｓ
Ｋ
１
９
１
８
９
は
焼
却
土
坑
と
し
て
は
平
城
宮
で
初
め
て
の
発
見
と
な

っ
た
が
、
周
辺
に
は
同
様
の
ゴ
ミ
穴
が
他
に
も
多
数
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ゴ
ミ
穴
よ
り
新
し
い
建
物
も
見
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
造
営
工
事
終
了
後

に
は
埋
め
戻
さ
れ
、
再
び
役
所
の
建
物
用
地
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

Ｓ
Ｄ
３
２
２
０
（
展
示
番
号

、

）

45

46

平
城
京
右
京
一
条
二
坊
四
坪
・
二
条
二
坊
一
坪
・
一
条
南
大
路
・
西
一
坊
大
路

二
〇
一
四
年

平
城
京
造
営
期
に
秋
篠
川
旧
流
路
Ｎ
Ｒ
２
５
３
５
を
踏
襲
す
る
か
た
ち
で
整
備

さ
れ
た
、
北
西
―
南
東
方
向
の
斜
行
大
溝
。
最
大
幅
約
一
五
ｍ
、
深
さ
約
二
・
五

ｍ
の
直
線
的
な
溝
で
あ
る
。
埋
土
の
状
況
か
ら
水
流
は
比
較
的
緩
や
か
で
水
量
も

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
水
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

平
城
宮
へ
の
物
資
運
搬
用
の
運
河
と
し
て
利
用
し
て
い
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
埋
め
立
て
に
際
し
て
は
、
敷
葉
・
敷
粗
朶
工
法
と
呼
ば
れ
る
特
殊

し

き

は

し

き

そ

だ

な
工
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
木
簡
は
、
計
一
六
点
（
削
屑
な
し
）
が
出
土
し
た
。

Ｓ
Ｄ
２
７
０
０(

展
示
番
号

、

、

）
平
城
宮
東
方
官
衙

二
〇
二
〇
年

49

50

51

平
城
京
の
北
東
に
位
置
す
る
水
上
池
の
西
南
部
に
端
を
発
し
、
内
裏
東
辺
を
南

流
し
て
そ
の
排
水
を
集
め
る
南
北
方
向
の
基
幹
排
水
路
。
内
裏
付
近
で
は
石
の
護

岸
を
も
つ
が
、
そ
れ
よ
り
南
で
は
一
部
に
木
杭
に
よ
る
護
岸
が
み
ら
れ
る
程
度
と

な
る
。
平
城
宮
南
辺
ま
で
は
通
じ
て
お
ら
ず
、
東
区
朝
堂
院
・
朝
集
殿
院
東
辺
の

東
方
官
衙
の
ど
こ
か
で
東
に
折
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
地
点
は
未
詳
。

最
初
に
検
出
さ
れ
た
の
は
一
九
六
五
年
の
第
二
一
次
調
査
に
お
い
て
で
、
そ
の
際

に
出
土
し
た
木
簡
二
七
五
点
は
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
の
一
部
と
し
て
国
宝
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
数
次
の
調
査
に
お
い
て
南
・
北
の
延
長
部
分
が
検
出
さ

れ
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
の
第
六
二
一
次
調
査
で
は
第
二
次
大
極
殿
の
ほ
ぼ
真
東

に
あ
た
る
地
点
で
南
北
約
三
〇
ｍ
分
を
検
出
し
た
。
第
六
二
一
次
調
査
に
つ
い
て

は
、
現
在
も
取
り
上
げ
た
膨
大
な
量
の
埋
土
を
洗
浄
し
遺
物
を
選
別
す
る
作
業
が

継
続
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
２
０
３
１
１(

展
示
番
号

）
平
城
宮
西
北
部

二
〇
二
一
年

55

平
城
宮
西
北
部
で
検
出
し
た
東
西
方
向
の
素
掘
溝
。
北
肩
の
み
の
検
出
に
留
ま

る
た
め
幅
は
不
明
だ
が
、
深
さ
は
一
・
三
～
一
・
九
ｍ
。
溝
底
に
擂
鉢
状
の
窪
み

が
認
め
ら
れ
、
そ
の
一
部
に
木
質
遺
物
や
葉
片
が
堆
積
し
て
い
た
。
八
世
紀
前
半

の
木
簡
や
十
一
世
紀
末
～
十
二
世
紀
初
頭
の
土
師
器
・
瓦
器
な
ど
が
出
土
し
た
こ

と
か
ら
、
八
世
紀
初
頭
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
ま
で
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
城
宮
内
に
あ
る
佐
紀
池
か
ら
宮
外
の
秋
篠
川
へ
と
西
方
向
に
排
水
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
水
路
の
一
つ
と
み
ら
れ
、
平
城
遷
都
当
初
よ
り
奈
良
時
代
を
通
じ
て

機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
木
簡
は
、
計
二
点
（
削
屑
な
し
）
が
出
土
し
た
。

（
奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料
研
究
室
）
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【
木
簡
の
型
式
分
類
と
そ
の
説
明
】

〇
一
一
型
式

長
方
形
の
材
の
も
の

〇
一
五
型
式

長
方
形
の
材
の
側
面
に
穴
を
穿
っ
た
も
の

〇
一
九
型
式

一
端
が
方
頭
で
他
端
は
折
損
・
腐
蝕
で
原
形
が
失
わ
れ
た
も
の

〇
二
一
型
式

小
型
矩
形
の
も
の

〇
二
二
型
式

小
型
矩
形
の
材
の
一
端
を
圭
頭
に
し
た
も
の

〇
三
一
型
式

長
方
形
の
材
の
両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

方
頭
・
圭
頭
な
ど
種
々
の
作
り
方
が
あ
る

〇
三
二
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
三
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
、
他
端
を
尖

ら
せ
た
も
の

〇
三
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
が
、
他
端
は

折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
四
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
の
左
右
を
削
り
、
羽
子
板
の
柄
状
に
作
っ

た
も
の

〇
四
三
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
作
り
、
残
り
の
部
分

の
左
右
に
切
り
込
み
を
い
れ
た
も
の

〇
四
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
し
て
い
る
が
、
他
端

は
折
損
・
腐
蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
五
一
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
た
も
の

〇
五
九
型
式

長
方
形
の
材
の
一
端
を
尖
ら
せ
て
い
る
が
、
他
端
は
折
損
・
腐

蝕
な
ど
に
よ
っ
て
原
形
の
失
わ
れ
た
も
の

〇
六
一
型
式

用
途
の
明
瞭
な
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
六
五
型
式

用
途
未
詳
の
木
製
品
に
墨
書
の
あ
る
も
の

〇
八
一
型
式

折
損
、
腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形
の
判
明
し
な
い
も
の

〇
九
一
型
式

削
屑

木簡の型式分類


